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とくしま上板熱中小学校　
　　　　　　　　（折り鶴）
　9 月11日（土）、技の館にて、とくしま上板熱中小学校（折
り鶴）の授業が行われました。
　上板町内で教室もされている吉田先生を講師にお迎えし、
2 種の折り鶴を受講生で教え合いながら童心に返って楽しみ
ました。
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わが町の家計簿わが町の家計簿わが町の家計簿わが町の家計簿
約99,100円の町税を納めて頂き、約543,400円
の支出をし、その内訳は次のとおりです。

総 務 費 185,200円 消 防 費 16,900円

民 生 費 153,200円 農林水産業費 16,800円

教 育 費 57,600円 商 工 費 6,700円

衛 生 費 42,700円 議 会 費 6,600円

公 債 費 33,200円

土 木 費 24,500円 計 543,400円

（※令和3年3月末住民基本台帳登録人口11,725人で算定）

普通会計　歳入 67億6,800万円　歳出 63億7,190万円　差引 3億9,610万円 翌年度
へ繰越

令 和 2 年 度

町 民 １ 人 当 り

歳　入

歳　出
歳出の
性質別
内訳

寄附金
19,725千円 0.3%

分担金・負担金 20,359千円 0.3%
財産収入 37,660千円 0.6%

諸収入 47,510千円 0.7%

県支出金
365,447千円 5.4%

繰越金
299,064千円　4.4%

交付金
264,589千円 3.9%

繰入金
192,673千円 2.8%

使用料・手数料
75,439千円 1.1%

地方譲与税
63,170千円 0.9%

地方債
396,384千円 5.9% 町税

1,162,108 千円
17.2% 地方交付税

1,858,281 千円
27.5%

国庫支出金
1,965,593千円

29.0%

積立金 　1,339千円　 0.0%

義
　 務

　
　 的
　
　 経
　
　費

そ
の

の

他

経

費
投資的経費

維持補修費　 90,664千円 　1.4%

補助費
1,885,682千円
29.6%

繰出金
649,519千円
10.2%

物件費
757,820千円 
11.9%

普通建設事業費
808,436千円 　12.7%

公債費
389,455千円  
6.1%

扶助費
750,721千円
11.8%

人件費
1,038,269千円

16.3%総務費
2,171,164千円

34.1%

民生費
1,796,496千円

28.2%

教育費
674,912千円

10.6%

衛生費
500,148千円
7.9%

公債費
389,455千円
6.1%

土木費
287,158千円
4.5%

消防費
198,729千円
3.1%

農林水産業費 197,298千円
3.1%

商工費 78,740千円
1.2% 議会費 77,805千円

1.2%

自
主
財
源

依
存
財
源

町税 
使用料 
手数料 
財産収入 
繰入金 
繰越金 
分担金・負担金・寄附金
諸収入 

地方譲与税
地方交付税
交付金
国庫支出金
県支出金
地方債

27.4%

72.6%

　令和 2 年度の決算がまとまり、9 月議会に提出しました。
　本町の財政は、町税等の自主財源が少なく、国や県に依存してい
る財源構成となっております。
  主要な事業としては、上板町保健相談センター新築工事及びその
他工事、GIGA スクール校内 LAN 及び電源キャビネット整備等事業、
橋梁長寿命化計画による橋梁定期点検業務、木造住宅耐震化促進事
業補助金、浄化槽設置整備事業補助金、技の館等改修工事、役場庁舎・
改善センター・婦人センタートイレ改修工事、地域おこし費などの
地域活性化施策の推進や、特別定額給付金事業や子どもはぐくみ医
療費給付費補助金、障害者自立支援給付費など福祉の向上のための
事業を実施しました。
  また、地方債残高は36億9,448万円と昨年度より2,239万円増加
し、基金残高も 1 億9,267万円取り崩し19億3,392万円となりまし
た。前年度と比較し交付税等が増収し、経常的な経費が若干減少し
たため経常収支比率は6.1ポイント改善し87.2％になりましたが、
財政の硬直化は避けられない状況です。今後、行財政改革を積極的
に推進し、中長期の財政計画に基づき、必要な事業は優先的に順位
を付け計画的に事業を執行し、住民福祉の向上に努めてまいります。
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歳　入

歳　出
歳出の
性質別
内訳

寄附金
19,725千円 0.3%

分担金・負担金 20,359千円 0.3%
財産収入 37,660千円 0.6%

諸収入 47,510千円 0.7%

県支出金
365,447千円 5.4%

繰越金
299,064千円　4.4%

交付金
264,589千円 3.9%

繰入金
192,673千円 2.8%

使用料・手数料
75,439千円 1.1%

地方譲与税
63,170千円 0.9%

地方債
396,384千円 5.9% 町税

1,162,108 千円
17.2% 地方交付税

1,858,281 千円
27.5%

国庫支出金
1,965,593千円

29.0%

積立金 　1,339千円　 0.0%

義
　 務

　
　 的
　
　 経
　
　費

そ
の

の

他

経

費
投資的経費

維持補修費　 90,664千円 　1.4%

補助費
1,885,682千円
29.6%

繰出金
649,519千円
10.2%

物件費
757,820千円 
11.9%

普通建設事業費
808,436千円 　12.7%

公債費
389,455千円  
6.1%

扶助費
750,721千円
11.8%

人件費
1,038,269千円

16.3%総務費
2,171,164千円

34.1%

民生費
1,796,496千円

28.2%

教育費
674,912千円

10.6%

衛生費
500,148千円
7.9%

公債費
389,455千円
6.1%

土木費
287,158千円
4.5%

消防費
198,729千円
3.1%

農林水産業費 197,298千円
3.1%

商工費 78,740千円
1.2% 議会費 77,805千円

1.2%

自
主
財
源

依
存
財
源

町税 
使用料 
手数料 
財産収入 
繰入金 
繰越金 
分担金・負担金・寄附金
諸収入 

地方譲与税
地方交付税
交付金
国庫支出金
県支出金
地方債

27.4%

72.6%

※ 普通会計とは、一般会計と住宅新築資金等貸付事業特別会計とを合わせたもので、地方財政状況調査（決算統計）の分類に沿った
ものです。

※普通建設事業費、繰出金、物件費、扶助費の中には、職員給料、議員共済費等が一部含まれています。

歳入の部

歳出の部

保険給付費
73.8%

国民健康保険
事業納付金
24.2%

その他支出
0.2%

保健事業費　1.0%
総務費　0.8%

国庫支出金
0.3%

国民健康保険税
15.8%

県支出金
74.1%

繰入金
7.2%

繰越金　2.3%
その他収入
0.3%

歳入の部

歳出の部

保険給付費
73.8%

国民健康保険
事業納付金
24.2%

その他支出
0.2%

保健事業費　1.0%
総務費　0.8%

国庫支出金
0.3%

国民健康保険税
15.8%

県支出金
74.1%

繰入金
7.2%

繰越金　2.3%
その他収入
0.3%

　令和 2 年度の歳入合計は14億4,289
万 7 千円、歳出合計は14億1,032万円
となっています。その内訳は図のとおり
で、歳入歳出差引残額3,257万 7 千円
が令和 3 年度へ繰越となりました。
　令和 2 年度決算においては、医療機
関等へ支払う保険給付費（療養の給付等
に要する費用のうち上板町国民健康保険
負担分）の総額が、国民健康保険加入者
の皆様から納付いただいた国民健康保険
税の約4.6倍になっている状況です。

国保加入世帯数　　　　1,729世帯
被保険者数　　　　　　2,817人
1 人あたり保険税　　　80,769円
1 人あたり保険給付費　369,510円

歳　　　　　入

項　　　目 金　　額
（千円） 割　合

国民健康保険税 227,527 15.8％
国 庫 支 出 金 3,858 0.3％
県 支 出 金 1,068,588 74.1％
繰 入 金 104,260 7.2％
そ の 他 収 入 5,074 0.3％
基 金 繰 入 金 0 0％
繰 越 金 33,590 2.3％

計 1,442,897 100％

年 度 末 基 金 保 有 額 156,412,444 円

国民健康保険
特別会計

歳　　　　　出

項　　　目 金　　額
（千円） 割　合

保 険 給 付 費 1,040,911 73.8％
国民健康保険事業納付金 341,565 24.2％
保 健 事 業 費 14,060 1.0％
総 務 費 11,536 0.8％
共同事業拠出金 1 0.0％
基金等積立金 16 0.0％
そ の 他 支 出 2,231 0.2％

計 1,410,320 100％

⃝ お問い合わせ ⃝　　上板町役場　総務課　  ０８８－６９４－６８０１

⃝ お問い合わせ ⃝　　上板町役場　健康推進課　  ０８８－６９４－６８１０

3 ⃝ 広報かみいた　第280号



　歳入合計は、1 億6,286万千円、歳出合計は 1 億6,063万千円となっています。
　その内訳は図のとおりで、歳入歳出差引残額222万 9 千円が、令和 3 年度へ繰越となりました。
　高齢者の方々が安心して医療を受け続けられるようにするため、若い世代も含めたみんなが
納得して支え合う後期高齢者医療制度が平成20年４月より導入されました。
　医療にかかる費用のうち、窓口負担を除いた分を公費で５割、若い世代の保険料で４割、高
齢者の保険料で１割という負担割合で運営しています。
　この制度は、県内全ての市町村が加入する徳島県後期高齢者医療広域連合が運営主体（保険者）
となり、市町村と連携して事務を行っています。
　申請や届け出の受付は、役場健康推進課で行っております。

◦歳入の部 （単位：千円） 
項　　目 金　額 割　合

保 険 料 111,159 68.3%
繰 入 金 49,374 30.3%
繰 越 金 2,183 1.3%
使 用 料 及 び 手 数 料、 そ の 他 145 0.1%

合　　計 162,861 100%

◦歳出の部 （単位：千円） 
項　　目 金　額 割　合

総 務 費 2,128 1.3%
後期高齢者医療広域連合納付金 158,379 98.6%
そ の 他 125 0.1%

合　　計 160,632 100%

後期高齢
特別会計

　被保険者数　　　　　　　　　1,912人　　　　
　一人当たり保険料　　　　　58,457円
　総医療費　　　　　　2,007,511千円
　一人当たり医療費　　　1,049,953円

歳入の部

歳出の部

後期高齢者医療
広域連合納付金
98.6%

総務費
1.3%

その他
0.1%

保険料
68.3%

繰入金
30.3%

繰越金
1.3%

使用料及び手数料、
その他　0.1%

歳入の部

歳出の部

後期高齢者医療
広域連合納付金
98.6%

総務費
1.3%

その他
0.1%

保険料
68.3%

繰入金
30.3%

繰越金
1.3%

使用料及び手数料、
その他　0.1%

　令和 2 年度の歳入合計は14億8,931万 9 千円、
歳出合計は13億9,701万 5 千円となっています。
　その内訳は図のとおりで、歳入歳出差引残額
9,230万4千円が、令和3年度へ繰越となりました。
　令和 2 年度の介護サービス給付費総額は皆様よ
り納付いただいた介護保険料の約4.8倍になってい
ます。

◦歳入の部 （単位：千円） 
項　　目 金　額 割　合

保 険 料 277,770 18.7%
支払基金交付金 370,040 24.8%
国 庫 支 出 金 349,445 23.5%
県 支 出 金 220,280 14.8%
繰 入 金 249,623 16.8%
繰 越 金 そ の 他 22,161 1.4%

合　　計 1,489,319 100%
◦歳出の部 （単位：千円） 

項　　目 金　額 割　合
保 険 給 付 費 1,324,037 94.8%
地域支援事業費 45,206 3.2%
総 務 費 21,639 1.6%
そ の 他 6,133 0.4%

合　　計 1,397,015 100%

◦保険給付状況 （65才以上被保険者数　4,103人、要介護・支援認定者数812人） 
在　　宅 施　　設 合　　計

延 べ 利 用 人 数 （人） 6,122 1,821 7,943
構　　　成　　　比（％） 77.1% 22.9% 100%
審査支払い手数料（円） 1,431,400 158,610 1,590,010
支 　 給 　 総 　 額（円） 772,629,981 549,817,277 1,322,447,258
構　　　成　　　比（％） 58.4% 41.6% 100%
1 人当たりの支給額（円） 126,205 301,932 166,492

歳入の部

歳出の部

保険給付費
94.8%

地域支援
事業費
3.2%

総務費
1.6%

その他
0.4%

保険料
18.7%

支払
基金
交付金
24.8%

国庫支出金
23.5%

県支出金
14.8%

繰入金
16.8%

繰越金その他
1.4%

歳入の部

歳出の部

保険給付費
94.8%

地域支援
事業費
3.2%

総務費
1.6%

その他
0.4%

保険料
18.7%

支払
基金
交付金
24.8%

国庫支出金
23.5%

県支出金
14.8%

繰入金
16.8%

繰越金その他
1.4%

介護保険
特別会計

⃝ お問い合わせ ⃝　　上板町役場　健康推進課　  ０８８－６９４－６８１０

2021（令和 3）年10月 1 日 ⃝ 4



◦収益的収入及び支出（税込） 
水 道 事 業 収 益 225,863
給 水 収 益 179,719
受 託 工 事 収 益 10,865
そ の 他 の 営 業 収 益 723
受取利息及び配当金 18
長 期 前 受 金 9,333
他 会 計 補 助 金 25,151
雑 収 益 51
特 別 利 益 3

◦資本的収入及び支出（税込）
（単位：千円）

資 本 的 収 入 7,735
企 業 債 0
工 事 分 担 金 7,735

資 本 的 支 出 53,639
建 設 改 良 費 9,406
企 業 債 償 還 金 44,233

 （単位：千円） 
水 道 事 業 費 用 199,979
原 水 及 び 浄 水 費 32,329
配 水 及 び 給 水 費 31,356
受 託 工 事 費 11,656
総 係 費 56,860
減 価 償 却 費 54,425
資 産 減 耗 費 0
支 払 利 息 10,244
雑 支 出 2,286
特 別 損 失 823

尚、資本的支出額に不足する額4,590万 4 千円は内部留保資金で補てんしております。

収 益 的
収支決算額

資 本 的
収支決算額

収入合計は　2 億 2,586 万 3 千円
支出合計は　1 億 9,997 万 9 千円

収入合計は　　773 万 5 千円
支出合計は　5,363 万 9 千円

水道事業
決 算

水道事業
　収益

給水収益
79.6%

受託工事収益
4.8%

他会計補助金　11.1%
長期前受金　4.1%

雑収益　0.0%未満
特別利益　0.0%未満

その他の
営業収益
0.3%

受取利息及び配当金
0.0%未満

水道事業
　費用

総係費
28.5%

減価償却費
27.2%

原水及び
浄水費
16.2%

配水及び
給水費
15.7%

受託工事費
5.8%

資産減耗費
0.0%

支払利息　5.1%
雑支出　1.1%

特別損失　0.4%

資本的
収入

工事分担金
100.0%

企業債
0.0%

資本的
支出

企業債償還金
82.5%

建設改良費
17.5%

　令和 2 年度農業集落排水事業特別会計決算につい
てお知らせします。
　歳入合計41,785,254円、歳出合計39,602,510円
となっており内訳は上記のとおりで
　歳入歳出差引残額2,182,744円が、令和 3 年度へ
繰越となります。

◦歳入の部 （単位：千円） 
項　　目 金　額

分  担  金 900
使  用  料 9,441
手  数  料 6
繰  入  金 25,547
交  付  金 5,000
繰  越  金 891

合      計 41,785

◦歳出の部 （単位：千円） 
項　　目 金　額

一 般 管 理 費 100
施 設 管 理 費 16,392
元      金 19,426
利      子 3,685

合      計 39,603
歳入の部

歳出の部

施設管理費
41.4%

元金
49.1%

利子
9.3%

一般管理費
0.2%

使用料
22.6%

手数料
0.1%未満

交付金
12.0％

繰入金
61.1%

分担金　2.2%繰越金
2.0%

農業集落排水
事業会計

⃝ お問い合わせ ⃝　　上板町役場　環境保全課　  ０８８－６９４－６８１３

⃝ お問い合わせ ⃝　　上板町役場　水道課　  ０８８－６９４－６８１７
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上 板 町 職 員 の 給 与 等 を 公 表 し ま す上 板 町 職 員 の 給 与 等 を 公 表 し ま す
上板町の職員給与などの現状を町民の皆さんにお知らせします。
職員の給与制度は国家公務員の給与制度に準じて、町の条例によって定められています。
（なお、ここに記載している給与は、すべて税や各種保険料を引く前の額です。）

❶ 人件費の状況（普通会計決算）

区　分 住民基本台帳人口 歳出額（A） 人件費（B） 人件費率（Ｂ/Ａ） 前年度の人件費率

令和 2年度 令和3.1.1現在
11,778人

千円
6,371,905

千円
1,091,647 17.1% 19.7%

※人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含む。
※事業費支弁人件費を含む。

❷ 職員給与費の状況（普通会計決算）

区　分
普通会計
職 員 数
（A）

　給　与　費　額 １人当たり
の給与費　　　　　
（B/A）給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計（B）

令和 2年度 113人 千円
381,507

千円
36,726

千円
151,060

千円
569,293

千円
5,038

❸ 職員の平均給料月額及び平均年齢の状況

平均給料月額 平　均　年　齢

一般行政職　　2,973　百円 40.8　歳月

技能労務職　　2,260　百円 61.1　歳月

（令和 3年４月１日現在）

※職員手当には、退職手当を含まない。
※事業費支弁人件費を含む。

❹ 職員の初任給の状況

上　板　町 国

試験区分 初　任　給 試験区分 初　任　給

上級　※大卒程度 182,200円 一般職　※大卒程度 182,200円

初級　※高卒程度 150,600円 一般職　※高卒程度 150,600円

一般行政職 （令和 3年４月１日現在）

❺ 一般行政職の級別職員数の状況

1　級 2　級 3　級 4　級
標 準 的 な
職 務 内 容

主事及び主事補
並びにこの相当職

主 事 及 び
こ の 相 当 職

主 査 及 び 係 長
並びにこの相当職

課長補佐及び主査
並びにこの相当職

職　員　数 11人 19人 7人 14人

構　成　比 14.9% 25.7% 9.5% 18.9%

5　級 6　級 7　級 合　計
主幹及び課長補佐
並びにこの相当職

課 長 及 び
こ の 相 当 職 理 事

11人 12人 0人 74人

14.9% 16.2% 0.0% 100.0%

（令和 3年４月１日現在）

※①標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。	 	
　②	一般行政職とは、「事務職」のことを指し、「技能労務職」や「教育職」等

は含まない。	 	 	 	 	 	

❻ 職員手当の状況

区　分 上　板　町 国

期末手当
勤勉手当
（※前年度実績）

（支給割合） 期末手当 勤勉手当 （支給割合） 期末手当 勤勉手当
６月期 1.275月分 0.95月分 ６月期 1.275月分 0.95月分
12月期 1.275月分 0.95月分 12月期 1.275月分 0.95月分
計 2.55月分 1.9月分 計 2.55月分 1.9月分

※職制上の段階、職務の級等による加算措置有 ※職制上の段階、職務の級等による加算措置有

退職手当

（支給率） 自己都合 応募認定・定年 （支給率） 自己都合 応募認定・定年
勤続20年 19.6695月分 24.586875月分 勤続20年 19.6695月分 24.586875月分
勤続25年 28.0395月分 33.270750月分 勤続25年 28.0395月分 33.270750月分
勤続35年 39.7575月分 47.709月分 勤続35年 39.7575月分 47.709月分
最高限度額 47.709月分 47.709月分 最高限度額 47.709月分 47.709月分
※定年前早期退職特例措置有 ※定年前早期退職特例措置有

扶養手当
主なもの　配偶者　月額　6,500円

子　　月額	10,000円
父母等　月額　6,500円

主なもの　配偶者　月額　6,500円
子　　月額	10,000円

父母等　月額　6,500円

住居手当
持家　なし
借家　家賃の額に応じて支給
　　　最高月額	28,000円

持家　なし
借家　家賃の額に応じて支給
　　　最高月額	28,000円

通勤手当 通勤距離２㎞～５㎞未満	月額2,000円
５㎞以上は距離に応じ支給

通勤距離２㎞～５㎞未満	月額2,000円
５㎞以上は距離に応じ支給

（令和 3年４月１日現在）

調整手当
支給対象職員 保 育 士 及 び幼 稚 園 教 諭　

時間外
勤務手当

支 給 総 額
（令和2年度） 6,958,308円

支 給 額 月額	2,000円 支給対象職員
1人あたり
平均支給額
（令和2年度）

72,482円管 理 職
手 当

管理または監督
の地位にある職
員に支給

月額
28,600円
～ 49,500円

❼ 特別職の報酬等の状況

区　分 給料及び報酬（月額） 期末手当（支給割合）
町　長
副町長
教育長

738,000円
590,400円
546,200円

６月期　1.675月分
12月期　1.675月分
合　計　3.35月分

議　長
副議長
議　員

299,000円
249,200円
199,300円

６月期　1.675月分
12月期　1.675月分
合　計　3.35月分

（令和 3年４月１日現在）

❽ 部門別職員数の状況

区　分
職　　員　　数（人）

平28年 平29年 平30年 平31年 令２年 令3年

一
　
般
　
行
　
政

議　会 2 2 2 2 2 2
総　務 17 19 19 19 18 18
税　務 6 6 6 6 6 6
農　林 9 10 10 8 8 8
商　工 1 2 4 5 5 2
土　木 7 7 6 7 6 6
民　生 31 32 31 32 30 32
衛　生 11 10 11 12 12 12
小　計 84 88 89 91 87 86

特
別
行
政

教　育 21 22 21 21 20 20
小　計 21 22 21 21 20 20

公
営
企
業
等

水　道 5 5 5 5 5 4
その他 8 8 9 9 7 7
小　計 13 13 14 14 12 11
合　計 118 123 124 126 119（7） 117（6）

（各年４月１日現在）

※	①	職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職
者、派遣職員等を含み、会計年度任用職員を除いている。

　②（　）は再任用短時間勤務職員について外書。

⃝ お問い合わせ ⃝　　上板町役場　総務課　  ０８８－６９４－６８０１
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⃝ お問い合わせ ⃝　　上板町役場　税務課　  ０８８－６９４－６８０７（直通）

⃝ お問い合わせ ⃝　　上板町役場　税務課　  ０８８－６９４－６８０7

　10月は町県民税・国民健康保険税（4期）の納付月
です。
　納付期限は11月1日（月曜日）です。
　納付期限内にお納めくださいますようお知らせします。
　口座振替の方は、11月1日に引き落としいたしますの
で、残高のご確認をお願いします。
※�転出・婚姻等、世帯状況に異動があった場合でも、
自動的に解約とはなりませんのでご注意ください。

◦口座振替
口座振替の手続き
納付書と通帳と通帳届出印を持参し、上板町
内取扱金融機関窓口でお申し込みください。
ご利用いただける町税
町県民税・固定資産税・軽自動車税（種別割）・国民健康保険税
取扱金融機関
阿波銀行、徳島大正銀行、板野郡農協、ゆうちょ銀行

今月の納付期限について今月の納付期限について 税務課からのお知らせ

家屋調査のお願い家屋調査のお願い
1．家屋調査の概要
　町内に令和 3 年1月2日から令和 4 年1月1日まで
に家屋を新・増築されますと、その家屋の税額を算出す
るため、家屋調査を実施する必要がございます。
　この調査では、家屋1棟ごとに屋根や外壁等の仕上
げ、天井・内壁・床等の内部の仕上げ、建築設備の個
数などを確認させていただき、その結果を基に1棟の
評価額を積算します。
　このようなことから、家屋調査は固定資産税の適正
な課税のために不可欠なものですので、ご協力をお願い
いたします。
　なお、町職員が調査に伺う際には必ず 2名以上で対
応しており、職員は身分証明書を携帯しておりますので、
必要に応じて提示をお求めください。

2．家屋調査の流れ
⑴　新増築家屋の把握
　�　通常、新築や増築が完了した家屋につきましては、
所有者の方が登記手続（表示登記）を実施します。
この登記が完了いたしますと、法令にしたがい、管轄
の法務局から町に関係書類（登記済通知書）が届
きます。町は、この書類を基に新増築家屋を把握し、
調査の計画を立てます。また、登記のない家屋につ
いても、町内を巡回したりして新増築家屋の把握に努
めていますが、把握漏れもありますので、登記しない
家屋については町税務課固定資産係までご連絡くだ
さい。
⑵　家屋調査のお手紙の発送
　�　上記のように対象家屋を把握し、ある程度の件数
をとりまとめまして、所有者の方に「家屋調査について」
のお手紙を郵送いたします。
⑶　調査日時の決定
　�　調査は、令和 3 年10月初旬から令和 4 年1月中

旬に実施しますので、日時については、お手紙の中で
予め指定させていただいております。ご都合の悪い場
合は、日時を調整させていただきますので、税務課
固定資産係までご連絡ください。
⑷　調査当日の内容
　　調査当日は、原則として2名以上で伺います。

　⑴�平面図、立面図、矩計図、基礎図等の参考図書を
確認させていただき、対象家屋の間取りと設備等
を図面上で確認いたします。また、その際に、家屋
に関する諸税金についてご説明させていただきま
す。

　⑵�各部屋ごとの天井・壁・床の仕上げを確認させて
いただきます。同時に、トイレやお風呂等の建築
設備の有無や個数を確認いたします。

　⑶�外観から屋根、外壁、基礎等の仕上げを確認させ
ていただき、付属家があれば併せて調査いたします。

　�　調査に要する時間は、家屋の構造や規模によって
異なりますが、おおむね45分から1時間程度で終了
いたします。

3．事前に準備していただくもの
　�　調査当日には、調査時間の短縮や正確な間取りの
把握のために、建築確認申請書の副本若しくは家屋
の平面図、立面図、矩計図、基礎図等を拝見させて
いただくことになりますので、お手数ですが事前にご
用意いただきますようお願いいたします。

4．取り壊し家屋について
　令和 3 年1月2日から令和 4 年1月1日までに、不
動産登記をしていない家屋等を取り壊した方について
は、税務課　固定資産係までご連絡ください。
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子育て世帯生活支援特別給付金のお知らせ子育て世帯生活支援特別給付金のお知らせ
　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、低所得の子育て世帯の実情を踏まえた生活の支援を
行うため、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
※この給付金は全国一律で実施される制度です。

⃝ お問い合わせ ⃝
厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター　  0120 － 811 － 166（平日 9：00 ～ 18：00）
上　板　町　役　場　　民　生　児　童　課　  088 － 694 － 6811（平日 8：30 ～ 17：15）

【ひとり親世帯分】
●支給対象者
以下、（1）～（3）のいずれかに該当する方
⑴　児童扶養手当受給者（申請不要）
　令和 3 年 4 月分の児童扶養手当の支給を受けてい
る方は既に支給しております。
⑵ 　公的年金給付等受給者（民生児童課窓口にて申請が必要）
　公的年金等（注記1）を受給していることにより、令和 3
年 4 月分の児童扶養手当の支給を受けていない方。（注記2）

（注記1） 「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、
老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当
します。

（注記2）   既に児童扶養手当受給資格者としての認定
を受けている方だけでなく、児童扶養手当
の申請をしていれば、令和 3 年 4 月分の児
童扶養手当の支給が全額又は一部停止され
たと推測される方も対象です。

⑶　家計急変者（民生児童課窓口にて申請が必要）
　令和 3 年 4 月分の児童扶養手当は受給していない
が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計
が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給してい
る方と同じ水準となっている方。

●給付金額
　児童 1 人当たり一律 5 万円

　子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）
の申請に関する詳しい内容や申請様式については、
ホームページをご覧ください。

【その他世帯分】
●支給対象者
　以下の⑴⑵⑶のいずれかに当てはまる方が対象と
なります。
⑴ 　令和 3 年 4 月分の児童手当を受給されている方
（公務員以外の方）、または特別児童扶養手当を受給
している方で令和 3 年度住民税均等割が非課税の方

※ 令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 2 月28日までに
生まれた児童も対象になります。

⑵ 　令和 3 年 3 月31日時点で18歳未満（障害児の場
合は20歳未満）の児童を養育する父母等（公務員
以外の方）で令和 3 年 1 月 1 日以降の収入が新型
コロナウイルス感染症の影響で急変し、住民税均等
割が非課税相当の収入となった方（家計急変者）

※ 令和 3 年 4 月1日から令和 4 年 2 月28日までに
生まれた児童も対象になります。

⑶ 　上記以外の方（高校生のみ養育している方、公務
員など）で令和 3 年度住民税均等割が非課税の方

※ すでに子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親
世帯分)の支給を受けている方は対象外となります。

●給付金額
　児童 1 人当たり一律 5 万円

●申請方法
⑴に該当のある方
　申請は不要です。児童手当または特別児童扶養手
当を支給する金融機関の口座へ、振込みにより支給
しております。
※ 令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 2 月28日までに

生まれた児童を養育する父母等（公務員以外）の
対象となる方につきましては、児童手当認定後に
案内通知を発送する予定です。

⑵に該当のある方
　申請が必要です。支給対象となる場合は、必要書
類を提出（郵送可）してください。

（必要書類）
・ 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援

特別給付金（ひとり親世帯以外分）申請書
・本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）
・受取口座を確認できる書類（通帳、キャッシュカード等）
・簡易な収入（所得）見込額の申立書 　
・ 申立書記入の収入額がわかる書類（給与明細書、年

金振込通知書等）
⑶に該当のある方
　申請が必要です。支給対象となる場合は、必要書
類を提出（郵送可）してください。

（必要書類）
・ 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援

特別給付金（ひとり親世帯以外分）申請書
※ 公務員（児童手当法第17条第 1 項に規定する「公

務員」の方）は申請手続きが必要です。帰属庁（職
場）から申請書に証明（児童手当受給状況）を受
け、申請時に民生児童課まで提出してください。

・本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）
・受取口座を確認できる書類（通帳、キャッシュカード等）

●注意事項
・ 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しない

ことが判明した場合には、給付金を返還していた
だく必要があります。

・ 給付金の支給後、修正申告により住民税（均等割）
が課税されるようになった場合は、民生児童課ま
でご連絡をお願いします。

・ 申告がお済でない方、収入がなかったため申告を
していない方等は速やかに所得の申告をしてくだ
さい。申告をされていない場合、速やかに支給で
きない可能性があります。

　子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）の
申請に関する詳しい内容や申請様式等については、
ホームページをご覧ください。
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⃝ お問い合わせ ⃝　　上板町役場　健康推進課　  ０８８－６９４－６８１０

里親になりませんか里親になりませんか
子どもたちの健やかな成長のため 里親が育てる。

社会が支える。

　今までに関心を持ちながら、一歩を踏み出せなかった方や、も
う少し話を聞いてみようと関心をもたれた方がいらっしゃいま
したら、お気軽にお問い合わせください。

［相談窓口］ 
　●中央こども女性相談センター（   088-622-2205）
   ●南部こども女性相談センター（   0884-22-7130）
   ●西部こども女性相談センター（   0883-53-3110）

➡ ➡ ➡ ➡相　談 研　修
家庭訪問 出会い登　録 子どもとの 里親委託

児童の委託を受けた里親には委託費が支給されます。また、医療費は県で負担します。

里親についての情報はこちら
　　　　　　を検索してください 

→

とくしまはぐくみネット　里親

徳　島　県

　子どもの成長には、家庭で暮らす時間や経験がとても大きな役割を担っています。
　ところが今、さまざまな事情で自分の家族と暮らせない子どもたちがいます。子どもた
ちを迎え入れ、温かい愛情と正しい理解でその成長をサポートする人が「里親」です。
　「里親」は、児童福祉法で規定されている制度です。里親というと特別な方というイメージを持つ方がいるか
もしれませんが、そんなことはありません。実際の里親は、どこにでもいる普通の家庭のお父さん、お母さん、
おじいちゃん、おばあちゃんです。

里親とは　　「里親」＝「養子縁組」だと思っていませんか

養育里親 様々な事情により家族と暮らせない子どもを一定期間、自分の家庭で養育する里親です。

専門里親 養育里親のうち、非行、虐待などの理由により専門的な援助を必要とする子どもを養育する里親です。

養子縁組里親 養子縁組によって、子どもの養親となることを希望する里親です。

親族里親 実親が死亡、行方不明等により養育できない場合に、祖父母などの親族が子どもを養育する里親です。

里親の種類　　４つの種類があります

里親委託まで　　里子の受け入れまでは段階を踏むので安心！

上板町指定地域密着型サービス事業者を
募集します
　上板町高齢者福祉計画・第 8 期介護保険事業計画（令和 3 年度～令和 5 年度）に
基づき、公募により介護施設等整備事業者を募集します。

整備事業者を公募する施設
募集するサービス 定　員　等 事 業 所 数

認知症対応型共同生活介護 18 人 1 事業所

応募期間
　令和 3 年10月 1 日(金)から令和 3 年11月 5 日(金)まで
　詳細は町ホームページをご覧ください。
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⃝ お問い合わせ ⃝
鳴門税務署　法人課税第 1 部門　  ０８８－６８５－４１０１（代表）内線 22
〒772 － 0003　鳴門市撫養町南浜字東浜 39 番地 3
電話によるお問い合わせ等は、自動音声案内により案内していますので、「2」を選択（プッシュ又はダイヤル）してください。

※ 1　感染症等まん延防止の観点から、定員に達した場合はご参加いただけない場合があります。
　 2　 感染症の状況等により、延期若しくは中止となる場合があります。その場合には、ご予約いただいた連絡先へ電話により連絡いたします。

説明会の開催日程　　説明会は事前予約制ですので、お電話による申込みが必要です。
開　催　日 開　催　時　間 定　員 開　催　場　所

令和 3 年10月28日（木） 13：30 ～ 14：30（60分） 24名 鳴門税務署　大会議室
（鳴門市撫養町南浜字東浜39番地 3）

令和 3 年11月26日（金） 13：30 ～ 14：30（60分） 24名 鳴門税務署　大会議室
（鳴門市撫養町南浜字東浜39番地 3）

令和 3 年12月17日（金） 13：30 ～ 14：30（60分） 24名 鳴門税務署　大会議室
（鳴門市撫養町南浜字東浜39番地 3）

鳴門税務署からのお知らせ　消費税インボイス制度説明会について

⃝ お問い合わせ ⃝　　上板町役場　水道課　  ０８８－６９４－６８１７

水道メーターの取替工事にご協力ください
　水道メーターは、計量法で使用有効期間が 8年と

定められています。このため水道課では期間が満了

する前に新しいメーターへの取替を行います。

　水道メーターの取替工事は、水道課が発注した上

板町指定給水装置工事業者が行い、今年度中に対

象となるメーターを順次取替しますので、ご協力を

お願いします。

　なお、水道メーターの取替費用は必要ありません。

〇工事のための敷地内に入らせていただきます。
〇工事中の立ち合いは必要ありません。
〇不在の場合でも交換させていただきます。
〇工事中は一時的に断水となります。
〇メーター取替後、水が濁る場合がありますの
で、水を少し流してからお使いください。

取替工事の注意点

上板町議会だより上板町議会だより
◎令和 3 年第 3 回定例会の概要
　�　第 3回定例会は、9月 1日から 9月 3日までの
3日間（会期は 9月 6日までの 6日間）の日程で
開かれました。
　�　開会日には、松田町長の挨拶及び提出議案提案
理由の説明が行われました。
　�　一般質問では、新型コロナウイルス感染症対策
について、町長の政治姿勢、令和 2年度決算につ
いて等が論議されました。（議員8名から一般質問）
　�　町長提出議案13件のうち、5件が可決、7件が

認定、1件が答申されました。（令和 3年度一般会
計補正予算3,700万円の増額及び令和 2年度各会
計の決算認定など）
　　また、議員提出議案 3件が可決されました。

◎議会議員全員協議会
　令和 3年 8月27日
　　第 3回定例会提出議案等の協議。
　令和 3年 9月 3日
　　庁舎空調改修工事及び人事案件についての協議。
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⃝ お問い合わせ ⃝　　上板町役場　健康推進課　  ０８８－６９４－６８１０

上板町国民健康保険からのお知らせ

　例年10月に開催しておりました、歩け歩け大会は新型コロナウイルス感染拡大防止
の観点から中止となりました。

歩け歩け大会の中止について歩け歩け大会の中止について

⃝ お問い合わせ ⃝　　上板町役場　健康推進課　  ０８８－６９４－６８１０

お薬手帳を活用しましょう
お薬手帳とは処方された薬の名前・量・使用法などを
記録できる手帳のことです。
副作用歴、アレルギーの有無、過去にかかった病気、
体調の変化などについても記入できます。

薬の種類や飲み合わせについて確認するため、病院の
薬局ごとに使い分けるのではなく、一冊のお薬手帳にま
とめるのが正しい使い方です。

ポリファーマシーにご注意を
多剤服用の中でも「害をなすもの」を特に「ポリファー
マシー」と呼んでいます。単に服用する薬が多いことで
はありません。ポリファーマシーへの対策としてかかり
つけ薬局を持つことやお薬手帳を活用することが大変
重要です。

服薬情報のお知らせ
町国保では、多くの薬を服用されている方へ「服薬情報
のお知らせ」を送付しています。
複数の医療機関を受診されている場合、それぞれの医
療機関等では適切な処方をされていますが、服薬してい
るすべての薬をみてみると、薬の重複や飲み合わせが悪
いなどの問題が起こる場合があります。服薬の管理に
お役立てください。

ジェネリック医薬品を利用しましょう
ジェネリック医薬品を利用すれば、
医療費の節約になり、みなさんの
負担が軽くなります。ジェネリック
医薬品の利用は、国全体の医療
費の削減に貢献し、医療保険制度
を守るためにも役立ちます。

上板町国民健康保険加入者の方へ

◉ ◉ ◉ お薬と上手に付き合いましょう ◉ ◉ ◉

「認知症サポーター養成講座」のご案内「認知症サポーター養成講座」のご案内
　認知症について正しく理解し、地域で認知症の方やその家族を支えていくためにどうしたらよいか、考えて
いただく講座です。

⃝ お問い合わせ ⃝　　上板町役場　健康推進課　  ０８８－６９４－６８１０

「認知症サポーター」とは
　認知症サポーター養成講座を受けた人のことです。
　何か特別な資格とか、何か特別なことをする人で
はありません。
　認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族を
温かく見守る応援者です。

養成講座とは
　介護の方法を学ぶものではありません。認知症を
正しく理解していただく講座です。

　時間は約90分。受講終了するとサポーターの証で
あるオレンジリングをお渡しします。
日程等
対象者　町内に住んでいる方
日　時　令和 3 年10月 7 日（木）10時～11時30分
場　所　上板町中央公民館　大会議室
講　師　鈴江　祐樹（グループホーム濃姫）
　　　　（キャラバン・メイト）
定　員　30名程度（要予約）
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INFORMATION

保健師からのお知らせです

新型コロナワクチン接種について1
予約受付中

■個別接種（下記の上板町内医療機関にて接種します。）　
＜接種会場・接種日時＞

井 内 内 科 金（ 9 ：30 ～ 11：30）、土（ 9 ：30 ～ 11：00）

井 関 ク リ ニ ッ ク 金（14：30 ～ 15：30）、土（ 9 ：00 ～ 10：00）

友 成 医 院 金（ 9 ：30 ～ 11：30）、土（ 9 ：30 ～ 11：00）

野 田 医 院 金（15：00 ～ 17：00）、土（14：30 ～ 16：30）

＜接種日予定表＞　※上段の「1 回目接種日」より接種日をお選びください。
金 土

1回目接種日 10/1 10/2

（2回目接種日） （10/22） （10/23）

1回目接種日 10/15 10/16

（2回目接種日） （11/5） （11/6）

1回目接種日 10/29 10/30

（2回目接種日） （11/19） （11/20）

■予約方法
　新型コロナウイルスワクチンの接種を希望される方は、上記の接種の日程をご参照のうえ、ご予約く
ださい。
　板野郡新型コロナワクチン予約・相談センター（  088 － 624 － 9833）またはインターネットにて
予約を受け付けております。

《 ご注意ください 》
●  2 回目の接種は、原則 1 回目の 3 週間後の同一曜日・同一時刻・同一接種会場で受けて頂きますので、

予め 2 回目の接種日をご確認いただいた上で、ご予約くださいますようお願いいたします。

 （例） 1 回目接種日：「10/1（金）9：30　○○医院」　→　2 回目接種日：「10/22（金）9：30　○○医院」　
となります。

● 1 回目の予約をお取りいただくと自動的に 2 回目の予約が確定します。
　改めての 2 回目の予約操作は不要ですので、ご了承ください。

お　願　い
　ワクチンを有効に活用するために、接種医
院等につきましては役場の方で調整させてい
ただく場合がありますので御了承くださいま
すようお願い致します。
　調整させていただく場合は個別連絡をさせ
て頂きます。

　本町でのワクチン接種は、9 月末までに約 7 割の方が 2 回目の接種を終える見込みで、予約の申し込み件
数が減少傾向にあります。 そのため、現在の接種体制を一旦終了し、10 月以降は実施場所と接種日を縮小
して実施します。
　自分を守り、まわりの大切な人を守るためにも、接種を受けることが可能な方は、早めの接種をご検討く
ださい。

※ 11月以降のワクチン接種予定につきましては現在検討中です。接種をお考えの方は、この機会に受け
ていただきますようお願いいたします。
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高齢者のインフルエンザ予防接種について2
　高齢者個人の発病および重症化を防ぐために、季節性インフルエンザの予防接種を下記のとおり行います。接

種を希望する方は、⑥の接種医療機関へ直接申し込んでください。

　①　対　象　者

　　１ ．上板町に在住している65歳以上の者。（昭和31年10月・11月・12月及び昭和32年１月生まれの方は、
満65歳に到達した日から接種対象になります。）

　　２ ．60歳から65歳未満の者であって、心臓、じん臓、若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫の機能障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの。

　　３ ．１または２に該当し、自分で接種の意思確認ができて予診票に自分で署名できる者。（自署できない方
は、代筆者が署名し、代筆者の氏名、住所、電話番号、被接種者との続柄を記載すること。）

　②　実 施 期 間

　　令和３年10月１日から令和４年１月15日（医院の診療時間）
　　　　※⑥町内接種医療機関では、10月１日（金）より予約の受付を開始します。

　　　　　予約及び接種については、接種を希望する医療機関へお問い合わせください。

　③　接 種 回 数　　１回

　④　持ってくるもの

　　　健康保険証または後期高齢者医療被保険者証（住所と年齢確認のため）

　　　予診票　　　
※町内接種医療機関には設置しております。

　　　接種済証

⃝ お問い合わせ ⃝　　上板町役場　健康推進課　保健相談センター　保健師　  ０８８－６９４－３３４４

　⑤　費　　　用　　自己負担額は、1,600円です。

　⑥　町内接種医療機関（あいうえお順）

井　内　内　科　井内廣重医師　    694－5353 友　成　医　院　友成信二医師　    694－5515

井関クリニック　井関俊彦医師　    637－6066 野　田　医　院　野田泰弘医師　    694－2009

⑥の町内接種医療機関以外で接種を希望される方には、予診票等を窓口へ取りにお越しいただくか、郵送にて
お渡しいたしますので、上板町役場	健康推進課（保健相談センター）   694－3344までお問い合わせください。

※町内接種医療機関には予診票等を設置しておりますので、直接町内接種医療機関へお申し込みください。
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「各種集団がん検診・特定健康診査」について3
検 診 内 容

検 診 日 程

※ 昭和37年 4 月 2 日～昭和54年 4 月 1 日生まれの男性の方は、
特定健診と同時に風しん抗体検査を受けることができます。

（クーポン券が必要です。）抗体検査を希望される方は、お申
し込みください。

健診項目 検診内容 自己負担金 対象者

胃がん検診（胃） バリウム検査 1,000 円

40歳以上大腸がん検診（大腸） 便潜血検査 2 日法 500 円

肺がん検診（肺） 胸部 X 線撮影 無　料

特定健康診査（特定） 身体測定、血液検査、
尿検査、医師の診察 1,000 円 40歳以上

（※受診券が必要）

実施日 受付時間
（全て時間予約制）

検診項目
申込み期間

胃 大腸 肺 特定

① 10月22日（金） 8 時30分～11時30分 ● ● ● ● 10/15 まで

② 10月29日（金） 9 時00分～10時00分 ● 10/22 まで

③ 12月 9 日（木） 8 時30分～11時30分 ● ● ● ● 11/ 5 まで

④ 1 月14日（金） 9 時00分～10時00分 ● ● 1 / 7 まで

健康推進課 保健相談センター 保健師まで　
電話（  088－694－3344）にてお申し込みください。

＊ 新型コロナウイルス感染症の状況により、日程を変更または中止させていただく場合があります。
　ご了承ください。

上板町保健相談センター　１階
（※受付場所は変更になる場合があります。）

受 付 場 所

申 込 先

＊申し込まれた方には、問診票、大腸容器等を送付します。
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中学３年生応援インフルエンザ予防接種費用助成事業5

　毎年発生するインフルエンザ（季節性インフルエンザ）は通常初冬から春先にかけて流行します。この時期は
高校受験シーズンであることから、高校受験対策の一環として任意の予防接種であるインフルエンザ予防接種を
希望する中学３年生の保護者に対し予防接種費用の一部を助成することにより、インフルエンザの発病及び重症
化やまん延を防止し、保護者の負担軽減と健康の保持増進を図ることを目的に実施します。

接種期間　　令和３年11月 1 日～令和４年１月15日
助成回数　　１回
助 成 額　　2,000円
　　　　　　（ただし、予防接種費用が上限額に満たない場合は予防接種費用の額を助成額とする。）
接種方法　　個別接種とし町内医療機関（委託医療機関）で実施

　　　＊詳しい内容は対象者に個別通知にてお知らせします。

目 的

内 容

検 診 内 容

「乳がん集団検診」・「骨粗しょう症検診」受診者募集について4

健診項目 検診内容 対象者 自己負担金 定員

乳がん検診（乳） マンモグラフィー撮影 40歳以上の女性
（ 2 年に 1 回） 1,500円 30名

骨粗しょう症検診（骨） 前腕部（手首）の X 線検査に
より骨密度を計測します。 40歳以上の女性 500円 36名

　日本乳癌検診学会より、乳がん検診について
は、新型コロナワクチン接種前に受診するか、
2 回目ワクチン接種後少なくとも 6 ～ 10週間
後の間隔をおいてから受診することが推奨され
ています。
　今回の検診を受けていただける方は、右記の
とおりです。

乳がん検診を希望される方へ　～ご注意ください～
検診日 コロナワクチン 2 回目接種日

① 11/22（月） 9/13（月）以前にお済みの方
② 12/ 9（木） 9/30（木）以前にお済みの方

　なお、今回の検診を受けることができない場合
は、医療機関で実施する個別検診で受診していた
だくことができますので、健康推進課　保健相談
センターまでお問い合わせください。

検 診 日 程

実施日 受付時間（全て時間予約制） 検診項目 申込み受付開始日乳 骨
① 11月22日（月） 9 時00分～11時30分 ● ●

10/11（月）～
② 12月 9 日（木） 13時30分～16時30分 ●

健康推進課 保健相談センター 保健師まで
電話（  088－694－3344）にて お 申し 込
みください。
＊申し込まれた方には問診票を送付します。

上板町保健相談センター　１階

10月11日（月）から先着順に受付し、
募集人数に達し次第締め切ります。

受 付 場 所

申 込 み

申 込 先
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特定健康診査を特定健康診査を
受けましょう！受けましょう！

　あなたの今の身体の状態をチェックし、病気の発
症や重症化を予防すること、また早めの治療につな
げることも目的に実施しています。日ごろの生活習
慣が大きく関与している生活習慣病は、自覚症状が
ないまま進行していきます。
　特定健診で自分自身の健康状態を知りましょう。
コロナ禍ではありますが、ご自身の健康管理のため、
早めに受診をしましょう。対象者は、40～74歳の
上板町国民健康保険加入者、および被用者保険の被
扶養者です。

令和3年度特定健康診査がスタートしています。
年に 1 度は身体の定期健診をしましょう！

期限内に受けるようにしましょう。

上板町の特定健診受診率は　令和元年度 （24市町村中18位）35.2％
　上板町国民健康保険における特定健診受診率は令和元年度 35.2％で、前年度と比較すると 1.6％増加しています
が、全国平均・徳島県平均を下回っています。県内市町村の受診率と比較すると、令和元年度の受診率は24市町村
中18位と下位に位置しています。また、令和 2 年度速報値では受診率が 32.9％、県内市町村中20位とさらに低下
しています。

●特定保健指導・栄養指導
　　 健康診査の結果に基づいて、上板町の保健師や管理栄養士から健康管理に関する支援が受けられます。あなたに

合った生活改善方法を一緒に考えていきましょう。

●健康寿命の延伸
　　 自覚症状のない生活習慣病の予防・早期発見ができます。また、重症化を防ぐことができます。
　　 医療機関に定期的に通院中の方でも受けることができます。1 回分の血液検査を特定健診の受診券を出して受け

るようにしましょう。

●医療費や国保保険料の増加の抑制
　　 大切な健康を守るだけでなく、病気を早期に発見・重症化を予防することで、医療費や保険料の増加を抑制する

ことにもつながります。

特 定 健 康 診 査 とは？

特定健康診査って ど れ く ら い の人が受けているの？

特定健診を受ける メ リ ッ ト は？？

★通院中の方も特定健診の対象者です !!
　生活習慣病（高血圧や糖尿病、脂質異常症など）以外
で通院中の方は、生活習慣病の早期発見につながります。
　また、生活習慣病で通院中の方は、医師による治療に
加え、保健師、管理栄養士などがあなたの食生活などの
生活改善についてサポートします。
※詳しくは、かかりつけ医にご相談ください。

重 要

今年の受診券の有効期限は今年の受診券の有効期限は

受診券を紛失された方は、再発行できますので、下記までお問い合わせください。

⃝ お問い合わせ ⃝　　上板町役場　健康推進課　  ０８８－６９４－６８１０

令和４年1月31日（月）です！
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10月　保健行事予定表

令和3年10·11月分
〈10/1 ～ 11/10 まで〉

市外局番は（088）です。

■ 担当時間 ■　平日 18：00 ～ 22：00　　休日 9：00 ～ 22：00
10
月

1 ㈮ 井 上 病 院 672 － 1185
2 ㈯ 西 條 内 科 耳 鼻 科 692 － 8711
3 ㈰ 近 藤 内 科 医 院 672 － 5630
4 ㈪ 三 愛 内 科 672 － 0176
5 ㈫ 福 島 内 科 672 － 4970
6 ㈬ 新 野 医 院 672 － 0571
7 ㈭ 近 藤 内 科 医 院 672 － 5630
8 ㈮ ファミリークリニックしんの 672 － 5148
9 ㈯ 山 根 眼 科 692 － 8171
10 ㈰ たかた整形外科・せぼねクリニック 698 － 8689
11 ㈪ み や ざ き 内 科 診 療 所 672 － 6618
12 ㈫ 井 内 内 科 694 － 5353
13 ㈬ 野　 田  （ 泰 ） 医　 院 694 － 2009
14 ㈭ 友 成 医 院 694 － 5515
15 ㈮ 井 関 ク リ ニ ッ ク 637 － 6066
16 ㈯ 矢 野 医 院 692 － 4411
17 ㈰ 西 條 内 科 耳 鼻 科 692 － 8711
18 ㈪ 上板整形外科クリニック 637 － 6600
19 ㈫ 川 原 眼 科 694 － 8388
20 ㈬ たかた整形外科・せぼねクリニック 698 － 8689
21 ㈭ 芳 川 病 院 699 － 5355

担当時間以外
の深夜の救急

きたじま田岡病院 698－ 1234 全日対応ですが、要確認
稲 次 病 院 692－ 5757 水曜日、土曜日は受診前に要確認
東徳島医療センター 672－ 1171 対応日は確認してください

※休日・夜間緊急病院は、変更している場合がありますので、必ず電話してから受診してください。

22 ㈮ 井 上 医 院 699 － 8070
23 ㈯ 中 山 産 婦 人 科 692 － 0333
24 ㈰ 富 本 小 児 科 内 科 692 － 7228
25 ㈪ 春 藤 内 科 胃 腸 科 699 － 3777
26 ㈫ 谷口耳鼻咽喉科クリニック 699 － 2787
27 ㈬ か ま だ 眼 科 678 － 8585
28 ㈭ 浦 田 病 院 699 － 2921
29 ㈮ 有 住 内 科 ク リ ニ ッ ク 698 － 8655
30 ㈯ 富 本 小 児 科 内 科 692 － 7228
31 ㈰ 中 山 産 婦 人 科 692 － 0333

11
月

1 ㈪ 藤 本 ク リ ニ ッ ク 698 － 0303
2 ㈫ きはら耳鼻咽喉科医院 693 － 0087
3 ㈬ 内科クリニック・オクムラ 692 － 4771
4 ㈭ 越 智 内 科 胃 腸 科 698 － 3111
5 ㈮ 平 野 内 科 698 － 8060
6 ㈯ 内科クリニック・オクムラ 692 － 4771
7 ㈰ きはら耳鼻咽喉科医院 693 － 0087
8 ㈪ 吉 野 川 病 院 698 － 6111
9 ㈫ 片 山 医 院 698 － 2625
10 ㈬ 新 居 内 科 698 － 8808

在 宅 当 番 医在 宅 当 番 医

※�新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、日程を変更
又は中止させていただく場合があります。その際は、電話や個
別通知等でご連絡させていただきます。

○�　がん検診・特定健康診査は事前に申し込みが必要です。
電話での申し込みもできます。
○�　申込先・問い合わせ先
　　健康推進課（保健相談センター）　  ６９４－３３４４

Ⅰ．健康相談・健康教育
月／日 時　間 場　所 内　容 担　当

10/5 10：00～11：30
保健相談
センター

個別健康相談・
健康教育

保健師・
理学療法士

11/2 10：00～11：30
保健相談
センター 個別健康相談 保健師

Ⅱ．がん検診（40歳以上の方）
月／日 受付時間 場　所 内　容 料　金

10/22

8：30～
11：30

（※個別通知
にて案内し
ます。）

保健相談
センター

胃がん検診、
肺がん検診、
喀痰検査、
大腸がん検診、
特定健康診査

胃がん� 1,000円
肺がん� 0円
喀痰検査� 500円
大腸がん� 500円
特定健康診査� 1,000円

Ⅲ．乳幼児健康診査
１．乳児健康診査
月／日 受付時間 場　所 内　容 該当者

10/6
※�個別通知
にて案内
します。

中央公民館
問診、身体測定、
診察、育児相談、
栄養相談

令和2年11月・12月、
令和 3年 5月・6月生

４．股関節脱臼検診・ブックスタート
月／日 受付時間 場　所 内　容 該当者

10/20
※�個別通知
にて案内
します。

保健相談
センター

股関節脱臼検
診・ブックス
タート

令和3年 5月 8 日～
令和 3年 8月20日生

２．２歳児歯科健康診査・フッ素塗布
月／日 受付時間 場　所 内　容 該当者

10/14
※�個別通知
にて案内
します。

中央公民館
問診、身体測定、歯科
診察、フッ素塗布、歯科・
育児・栄養・発達相談

平成31年 2月 1日～
平成31年 4月30日生

３．のびのび子育て教室
月／日 受付時間 場　所 内　容 該当者

10/15 9：50～
10：00 中央公民館

離乳食教室、赤ちゃん
の成長発達・事故予防・
予防接種について

令和 3年 5月 8 日～
令和 3年 8月20日生
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大
好
き
だ
よ
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、

お
ば
あ
ち
ゃ
ん

松
島
小
学
校
　
六
年
　
藤
本
　
汐
里

　
私
の
家
の
近
く
に
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
は
住
ん
で
い
ま
す
。

��

お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
田
畑
の
仕
事
を
し
て
い

ま
す
。
田
ん
ぼ
で
は
米
を
作
り
、
畑
で
は
い

ろ
い
ろ
な
野
菜
を
育
て
て
い
ま
す
。
今
は
、

三
種
類
の
ト
マ
ト
と
、
白
ナ
ス
、
ネ
ギ
、
枝

豆
、
キ
ュ
ウ
リ
、
オ
ク
ラ
、
ズ
ッ
キ
ー
ニ
な

ど
を
育
て
て
い
ま
す
。
朝
夕
の
水
や
り
か
ら

草
抜
き
ま
で
、
大
切
に
世
話
を
し
て
く
れ
て

い
ま
す
。お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
作
っ
た
野
菜
は
、

本
当
に
お
い
し
い
で
す
。
そ
の
ま
ま
食
べ
て

も
お
い
し
い
で
す
が
、
そ
の
野
菜
を
使
っ
て

作
る
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
キ
ュ
ウ
リ
の
浅
づ
け

や
酢
の
物
、
ポ
テ
ト
サ
ラ
ダ
は
、
絶
品
で
す
。

　

お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
趣
味
は
、
釣
り
で
す
。

魚
を
釣
っ
て
帰
っ
て
き
た
と
き
に
は
、

「
お
い
し
い
け
ん
、
よ
う
け
食
べ
え
よ
。」

と
、
お
刺
身
や
焼
き
魚
、
に
ぎ
り
寿
司
な
ど

を
作
っ
て
持
っ
て
来
て
く
れ
ま
す
。
新
鮮
な

お
魚
を
使
っ
た
料
理
は
、
ど
こ
の
お
店
に
も

負
け
な
い
ほ
ど
で
す
。

��

ま
た
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
、
私
が
登
校
す

る
と
き
に
、
家
の
近
く
の
信
号
機
で
立
し
ょ

う
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。

「
お
は
よ
う
。
気
を
つ
け
て
い
き
な
よ
。」

　
私
を
は
じ
め
、
地
域
の
子
ど
も
た
ち
が
安

全
に
道
を
渡
れ
る
よ
う
に
と
や
さ
し
く
見

守
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。

　
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
大
学
を
卒
業
し
、
県

の
課
長
ま
で
勤
め
た
そ
う
で
す
。

「
上
板
を
い
い
町
に
し
た
い
ん
よ
。」

と
、
今
は
町
議
会
議
員
と
し
て
が
ん
ば
っ
て

い
ま
す
。
仕
事
、
家
事
、
孫
の
世
話
と
と
て

も
い
そ
が
し
い
毎
日
を
送
っ
て
い
ま
す
。

��

私
は
、
サ
ッ
カ
ー
と
水
泳
を
習
っ
て
い
ま

す
。
私
の
両
親
は
共
働
き
な
の
で
、
お
じ
い

ち
ゃ
ん
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
時
間
を
調
整
し

な
が
ら
送
り
迎
え
を
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。

大
好
き
な
サ
ッ
カ
ー
や
水
泳
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
も
二
人
の
お
か
げ
で
す
。

　
私
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
で
学
校
を
休
ん
だ

と
き
に
は
、
病
院
に
つ
れ
て
行
っ
て
く
れ
面

倒
を
み
て
く
れ
ま
し
た
。

「
苦
し
く
な
い
で
。
い
け
る
で
。」

と
心
配
し
て
く
れ
る
二
人
の
お
か
げ
で
、
独

り
で
寝
込
ん
で
い
る
心
細
さ
も
ど
こ
か
へ
飛

ん
で
い
き
ま
し
た
。

��

お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
は
、

本
当
に
感
謝
し
か
な
い
で
す
。
だ
か
ら
、
少

し
ず
つ
で
も
恩
返
し
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

た
い
で
す
。

　
コ
ロ
ナ
禍
が
あ
け
た
ら
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん

と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
一
緒
に
温
泉
旅
行
に
行

き
た
い
で
す
。
大
好
き
な
二
人
と
楽
し
い
思

い
出
を
た
く
さ
ん
つ
く
り
た
い
で
す
。
そ
し

て
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
作
っ
て
く
れ
る
お
い

し
い
手
料
理
を
私
が
作
れ
る
よ
う
に
な
り
た

い
で
す
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
教
え
て
も
ら
い

な
が
ら
、
今
度
は
二
人
に
食
べ
て
も
ら
い
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
大
好

き
だ
よ
。
長
生
き
し
て
ね
。
そ
し
て
、
こ
れ

か
ら
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
犬
の
お
も
ち
ゃ

高
志
小
学
校
　六
年
　
高
居
　
結
万

　
私
の
大
好
き
な
お
じ
い
ち
ゃ
ん
を
紹
介
し

ま
す
。

　
私
は
八
歳
ご
ろ
ま
で
、
毎
週
の
よ
う
に
お

じ
い
ち
ゃ
ん
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
家
に
泊
ま

り
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。
私
が
ご
挨
拶
を
す

る
と
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
、
い
つ
も
優
し
い

声
で
、『
い
ら
っ
し
ゃ
い
』
と
に
こ
に
こ
と

歓
迎
し
て
く
れ
ま
す
。
と
て
も
穏
や
か
な
優

し
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん
で
す
。
で
も
、
私
が
産

ま
れ
る
前
か
ら
、
だ
ん
だ
ん
耳
か
ら
の
聞
き

取
り
が
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
て
、
お
じ
い

ち
ゃ
ん
と
の
会
話
は
、
と
て
も
大
き
な
声
で

の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
も
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
話
を
す
る

と
き
は
大
声
に
な
っ
て
し
ま
い
、
私
は
、
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
の
声
が
か
れ
て
し
ま
う
の
で
は

な
い
か
と
心
配
し
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
当
時

八
歳
の
私
は
、
何
度
も
聞
き
返
し
て
く
る
時

の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
だ
け
は
あ
ま
り
好
き
に
は

な
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
そ
の
よ
う
な
当
時
の
私
の
気
持
ち
を
吹
き

飛
ば
し
て
く
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
お
話
し
ま

す
。

　
そ
の
日
は
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
お
じ
い
ち
ゃ

ん
と
一
緒
に
、
眉
山
に
あ
っ
た
温
泉
に
入
り

に
行
き
ま
し
た
。
私
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
先

に
温
泉
か
ら
上
が
り
、
い
ろ
い
ろ
な
お
話
を

２
人
で
し
な
が
ら
お
じ
い
ち
ゃ
ん
を
待
っ
て

い
ま
し
た
。
十
分
ぐ
ら
い
経
っ
た
と
こ
ろ
で

お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
出
て
き
て
、
三
人
で
入
り

口
近
く
の
売
店
へ
行
き
ま
し
た
。
売
店
に
は

た
く
さ
ん
の
お
菓
子
に
、
美
味
し
そ
う
な

ジ
ュ
ー
ス
、可
愛
い
お
も
ち
ゃ
な
ど
が
あ
り
、

私
は
そ
の
中
か
ら
、
く
り
く
り
っ
と
し
た
お

め
め
で
、
ね
じ
を
回
す
と
フ
リ
フ
リ
と
し
っ

ぽ
を
振
り
な
が
ら
こ
っ
ち
に
向
か
っ
て
走
っ

て
く
る
可
愛
い
犬
の
お
も
ち
ゃ
に
、
目
が
釘

付
け
に
な
り
ま
し
た
。私
は
犬
が
大
好
き
で
、

そ
の
お
も
ち
ゃ
が
ど
う
し
て
も
ほ
し
く
な

り
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
何
度
も
何
度
も
頼
み

ま
し
た
が
、
買
っ
て
は
も
ら
え
ず
仕
方
な
く

あ
き
ら
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
い
よ
い
よ

帰
り
の
時
間
が
き
て
し
ま
い
、
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
が
「
お
手
洗
い
に
行
っ
て
く
る
か
ら
、
お

じ
い
ち
ゃ
ん
と
少
し
待
っ
て
い
て
ね
。」
と
、

言
っ
て
席
を
離
れ
て
い
き
ま
し
た
。
ニ
人
で

待
っ
て
い
る
と
、
今
度
は
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が

「
ち
ょ
っ
と
待
っ
と
っ
て
な
。」
と
、
立
ち
上

が
っ
て
売
店
へ
入
っ
て
い
き
、
し
ば
ら
く
し

て
手
に
小
さ
な
袋
を
持
っ
て
帰
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
し
て
「
こ
れ
、ほ
し
か
っ
た
ん
だ
ろ
。

買
っ
て
き
た
よ
。た
く
さ
ん
遊
ん
で
な
。」と
、

私
に
そ
の
袋
を
渡
し
て
く
れ
ま
し
た
。
袋
を

の
ぞ
く
と
中
に
は
、
あ
の
ほ
し
か
っ
た
犬
の

お
も
ち
ゃ
が
入
っ
て
い
ま
し
た
。
私
は
思
い

が
け
な
い
サ
プ
ラ
イ
ズ
に
、
う
れ
し
く
て
胸

が
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
。
お
じ
い
ち
ゃ

ん
の
耳
は
声
が
届
き
に
く
い
で
す
。
そ
れ
な

の
に
、
私
が
何
度
も
ほ
し
い
と
言
っ
て
い
た

の
を
聞
い
て
く
れ
て
い
た
こ
と
、
せ
が
ん
で

い
た
私
を
見
守
っ
て
く
れ
て
、
私
の
た
め
に

買
い
に
行
っ
て
く
れ
た
こ
と
が
、
本
当
に
う

れ
し
く
て
、
袋
に
入
っ
た
ま
ま
お
も
ち
ゃ
を

大
切
に
抱
き
か
か
え
て
帰
り
ま
し
た
。

　

こ
の
事
を
き
っ
か
け
に
、
私
の
お
じ
い

ち
ゃ
ん
に
対
し
て
の
気
持
ち
が
変
わ
り
ま
し

た
。
耳
は
聞
こ
え
に
く
く
て
も
、
ジ
ェ
ス

チ
ャ
ー
や
紙
に
書
い
て
会
話
を
す
れ
ば
い

い
、
私
が
会
話
に
工
夫
を
す
る
だ
け
で
た
く

さ
ん
会
話
は
で
き
る
し
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
も

聞
き
返
す
こ
と
を
し
な
く
て
よ
く
な
り
、
楽

し
く
会
話
に
参
加
で
き
る
こ
と
に
も
気
づ
き

ま
し
た
。
六
年
生
に
な
っ
た
今
は
、
お
じ
い

ち
ゃ
ん
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
家
に
お
泊
り
に

行
く
機
会
は
少
な
く
な
り
ま
し
た
。
で
も
、

私
は
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
大
好
き
で
す
。
こ
れ

か
ら
も
会
話
に
工
夫
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、

お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
た
く
さ
ん
お
話
を
し
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
こ
れ
か
ら
も
長
生
き
を

し
て
ね
。」

小
学
生
小
学
生
敬
老
の
日
作
文

敬
老
の
日
作
文
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お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

神
宅
小
学
校
　六
年
　
脇  

　
彩
花

��

わ
た
し
に
は
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
が
い
ま
す
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
は
、
い
つ
も
学
校
や
じ
ゅ
く
の
送

り
迎
え
を
し
て
く
れ
ま
す
。
わ
た
し
が
、
落

ち
込
ん
で
い
る
と
き
も
は
げ
ま
し
て
く
れ
ま

す
。
そ
し
て
、
わ
た
し
に
い
い
こ
と
が
あ
る

と
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
も

い
っ
し
ょ
に
喜
ん
で
く
れ
ま
す
。わ
た
し
は
、

お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
大
好
き

で
す
。

��

お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
、
畑
で
桃
を
作
っ
て
い

ま
す
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
作
っ
た
桃
は
、
と

て
も
お
い
し
い
で
す
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
桃

は
、
ジ
ュ
ー
ス
に
し
た
り
、
シ
ャ
ー
ベ
ッ
ト

に
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
桃
が
苦
手
な
人
も

食
べ
ら
れ
る
し
、
と
て
も
お
い
し
い
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
委
員
会
活
動
で
あ
い
さ
つ
運
動

の
当
番
の
日
は
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
朝
早
く

起
き
て
、
い
っ
し
ょ
に
学
校
に
行
っ
て
く
れ

ま
す
。
と
て
も
う
れ
し
い
で
す
。
畑
の
こ
と

も
忙
し
い
の
に
、
わ
た
し
や
妹
に
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
を
し
て
く
れ
る
の
で
、
と
て
も
う
れ

し
い
で
す
。
わ
た
し
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
、

見
守
り
隊
に
入
っ
て
い
ま
す
。
小
学
校
の
み

ん
な
が
安
全
に
登
下
校
で
き
る
よ
う
に
通
学

路
に
立
っ
て
、
見
守
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。

み
ん
な
の
た
め
に
、
雨
の
日
も
寒
い
日
も
毎

日
立
っ
て
く
れ
て
い
る
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
、

す
ご
い
と
思
い
ま
す
。

　
わ
た
し
は
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
か
ら
料
理
や

裁
ほ
う
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
お

か
げ
で
、
家
庭
科
が
好
き
に
な
り
ま
し
た
。

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
編
ん
だ
ク
ッ

シ
ョ
ン
は
、
ベ
ッ
ド
に
置
い
て
い
っ
し
ょ
に

寝
て
い
ま
す
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
わ
た
し

が
が
ん
ば
っ
て
い
る
と
ほ
め
て
く
れ
た
り
、

ご
ほ
う
び
を
買
っ
て
く
れ
た
り
し
ま
す
。
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
い
つ
も
わ
た
し
た
ち
の
こ

と
を
心
配
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。わ
た
し
が
、

学
校
で
悩
ん
で
い
る
こ
と
や
つ
ら
い
こ
と
が

あ
っ
た
ら
、
い
っ
し
ょ
に
考
え
て
話
を
し
て

く
れ
ま
す
。

　

わ
た
し
は
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
が
笑
顔
で
い
て
く
れ
る
こ
と
が
、
何

よ
り
う
れ
し
い
で
す
。「
い
つ
も
わ
た
し
た

ち
の
お
世
話
を
し
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
も
忙
し
い

の
に
、
ご
め
ん
ね
。
こ
れ
か
ら
も
よ
ろ
し
く

ね
。
二
人
と
も
、
大
好
き
で
す
。」
と
伝
え

た
い
で
す
。

　
わ
た
し
が
大
人
に
な
っ
て
仕
事
を
始
め
た

ら
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
好

き
な
物
を
た
く
さ
ん
買
っ
て
あ
げ
た
い
で

す
。
料
理
も
う

ま
く
な
っ
て
、

料
理
を
作
っ
て

「
お
い
し
い
。」

と
言
っ
て
も
ら

い
た
い
で
す
。

お
じ
い
ち
ゃ

ん
、
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
、
こ
れ

か
ら
も
、
元
気

で
い
て
ね
。

　
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
笑
顔
の
た
め
に

東
光
小
学
校
　六
年
　
鎌
谷
　
真
帆

　
私
に
は
、
は
な
れ
て
一
人
暮
ら
し
を
し
て

い
る
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
い
ま
す
。
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
と
一
緒
に
住
ん
で
い
た
お
じ
い
ち
ゃ

ん
が
四
年
前
に
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら

ず
っ
と
一
人
で
い
ま
す
。
私
が
小
さ
い
こ
ろ

は
、
よ
く
泊
ま
り
に
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、

今
は
遊
び
に
行
く
回
数
が
す
っ
か
り
減
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
な
か
な

か
会
え
な
い
の
で
、
私
は
時
々
心
配
に
な
り

ま
す
。

　
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
お
葬
式
の
日
、
私
は
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
が
泣
い
て
い
る
の
を
初
め
て
見

ま
し
た
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
、
私
た
ち
の
た

め
に
焼
き
鳥
を
焼
い
て
く
れ
た
り
、
庭
で
育

て
た
ナ
ス
や
キ
ュ
ウ
リ
を
食
べ
さ
せ
て
く
れ

た
り
、
旅
行
に
行
く
と
き
に
は
フ
ェ
リ
ー
乗

り
場
ま
で
送
っ
て
く
れ
た
り
・
・
・
。
い
つ

も
お
酒
を
飲
ん
で
、
楽
し
く
う
れ
し
そ
う
に

笑
っ
て
い
る
お
じ
い
ち
ゃ
ん
を
思
い
出
し
ま

す
。
た
ば
こ
も
大
好
き
で
よ
く
吸
っ
て
い
た

の
で
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の

体
を
心
配
し
て
、

「
あ
ん
ま
り
吸
わ
れ
ん
よ
。」

と
よ
く
注
意
し
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
お
じ

い
ち
ゃ
ん
が
い
な
く
な
り
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

は
本
当
に
さ
み
し
い
ん
だ
な
と
思
う
と
私
も

泣
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し
て
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
に
会
っ
た
と
き
は
、
私
が
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
を
笑
顔
に
し
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。

　
私
は
五
年
生
か
ら
弟
と
一
緒
に
野
球
を
始

め
ま
し
た
。
去
年
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影

響
で
多
く
の
試
合
が
中
止
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
が
、
今
年
は
去
年
よ
り
も
た
く
さ
ん

の
試
合
が
あ
り
ま
し
た
。
私
は
六
番
・
レ
フ

ト
で
出
場
さ
せ
て
も
ら
え
た
の
で
、
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
に
見
に
来
て
も
ら
い
ま
し
た
。
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
は
ス
ポ
ー
ツ
観
戦
が
好
き
で
、
遊

び
に
行
っ
た
と
き
も
、す
も
う
や
サ
ッ
カ
ー
、

ラ
グ
ビ
ー
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
ス
ポ
ー
ツ
を
テ

レ
ビ
で
一
緒
に
見
ま
し
た
。
中
で
も
野
球
が

大
好
き
だ
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
に
よ
い
と
こ
ろ
を
見
て
も
ら
い

た
く
て
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
見
に
来
て
く
れ

た
と
き
は
緊
張
し
て
し
ま
い
ま
す
。
私
が
レ

フ
ト
フ
ラ
イ
を
走
り
な
が
ら
取
る
こ
と
が
で

き
た
と
き
、

「
真
帆
ち
ゃ
ん
、
す
ご
か
っ
た
な
。」

と
本
当
に
う
れ
し
そ
う
に
と
て
も
興
奮
し
て

よ
ろ
こ
ん
で
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
笑
顔
を
見

て
私
は
ほ
っ
と
心
が
あ
た
た
か
く
な
り
ま
し

た
。

　

私
が
ホ
ー
ム
ラ
ン
を
打
っ
た
試
合
に
は
、

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
見
に
来
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
次
の
日
の
新
聞
を
見
て
電

話
を
か
け
て
き
て
く
れ
た
と
き
、
は
な
れ
て

い
て
も
い
つ
も
私
の
こ
と
を
思
っ
て
く
れ
て

い
る
ん
だ
な
と
、
と
て
も
う
れ
し
く
思
い
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
に
会
い
た
く
な
り
ま
し
た
。

��

私
は
十
二
才
に
な
り
ま
し
た
。
身
長
も
体

重
も
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
を
追
い
こ
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。
一
人
で
で
き
る
こ
と
も
た
く
さ
ん

増
え
ま
し
た
。
料
理
や
そ
う
じ
、
買
い
物
な

ど
、
大
好
き
な
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
た
め
に
私

に
何
が
で
き
る
か
を
考
え
、
少
し
で
も
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
の
力
に
な
り
た
い
で
す
。

　
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
こ
れ
か
ら
も
元
気
で
い

て
ね
。
私
が
車
の
運
転
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
ら
、一
緒
に
ド
ラ
イ
ブ
に
行
こ
う
ね
。
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利用できます!
※令和３年10月までに本格運用が開始されます。
　それまでは健康保険証の持参もお願いします。

マイナンバーカードを健康保険証として利用
できる医療機関・薬局は、下のステッカーや
ポスターが目印です！利用できる医療機関・
薬局は、順次増えていきます。

厚生労働省のホームページ
でも利用できる医療機関・
薬局をご案内しています。

マイナンバー制度・マイナンバーカード

一時利用停止については
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⃝ お問い合わせ ⃝　　上板町役場　住民人権課　  ０８８－６９４－６８０９

　マイナンバーカードを平日に受け取りが困難な方のため、休日窓口を開設します。
　既にマイナンバーカードを申請済で、かつ「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書
兼照会書」（ハガキ）がご自宅に届いた方が対象です。

令和3年10月マイナンバーカード交付の
休日窓口開設（事前予約制）について

●開設日時（事前予約制）
　令和 3 年10月24日（日曜日）
　9 時15分～11時30分（11時15分受付終了）
※ 予約時間に遅れた場合は、交付の順番が大幅に前

後し、長らくお待ちいただく場合がありますので、
必ず時間厳守でご来庁をお願いします。

●場　　　所　上板町役場 住民人権課

●予約連絡先
　上板町役場　住民人権課　088-694-6809
　締め切りは、10月21日（木曜日）です。平日の 8 時
30分～17時15分に電話でご予約をお願いします。
※ 休日窓口は混雑緩和の為、ご予約頂いた方に限りま

す。
※ ご予約状況により、予約日時の変更をお願いするこ

とがあります。あらかじめご了承ください。

●受取りの際に必要な書類
①交付通知書（はがき）
※ ご来庁前に、裏面の回答書（住所・氏名・年月日）

に署名または記名押印をあらかじめお願いします。
※ 個人番号カードの暗証番号も事前に考えておいてく

ださい。

②通知カード
③ 住民基本台帳カードまたは個人番号カード ( お持ち

の方のみ )
④本人確認書類（原本）
　A.１点で確認できるもの　
　　  運転免許証、パスポート、在留カード、身体障

害者手帳 等
　B.    Aがない場合は 2 点（氏名・生年月日または氏名・

住所の記載のあるもの）
　　   健康保険証、介護保険証、医療受給者証、年金手

帳、 年金証書、本人名義の預金通帳、学生証 等
※ 15歳未満の者は親権者と一緒にお越しいただき、

追加で次のものが必要です。
　〇親権者の本人確認書類
　　上記④本人確認書類（原本）のＡまたはＢ
　〇 戸籍謄本（親権者と同一世帯または本籍が上板町の場合は不要）

●取扱業務
・マイナンバーカードの受け取り
※ ご予約頂いた方のみの対応となり、その他の業務（電

子証明書の更新・マイナポイントの予約・申込等）
については受付していませんので、あらかじめご了承
ください。

⃝ お問い合わせ ⃝　　サポートセンター　  ０１２０－７６５－７０５　※午前 9 時～午後 6 時（日曜、祝日を除く）

　国土交通省では、都道府県、高速道路会社などと連携して、9 月から
11月までの間、全国で自動車の使われ方などを調べる全国道路・街路
交通情勢調査を実施しています。この調査のうち、自動車起終点調査に
ついては、無作為に選定した自動車を保有する人・事業者の皆さまに対
して、自動車の利用実態をお答えいただく調査となっております。
　調査結果は、道路の計画や管理などの基礎となる重要な資料となるも
のです。調査の主旨をご理解いただき、調査への協力をお願いいたしま
す。

自動車利用に関するアンケート調査への
ご協力をお願いします
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⃝ お問い合わせ ⃝　　上板町役場　企画防災課　  ０８８－６９４－６８２４

水や食料の備蓄は、 少なくとも家族の人数×3日分の備蓄をしましょう。
大規模災害に備える場合は、家族の人数×7日分の備蓄を目安にしましょう。
※ 大規模災害時には、交通インフラが被災し、支援物資が届くまでに時間を要したり、物流機能の停止によって、

スーパーやコンビニなどで食料や飲料が手に入りにくくなることが想定されます。

【ポイント】
・水は、1人1日あたり2 ～ 3Lが目安！
・調理せずに食べられる食料も備えておく！
　※災害初期は、 電気・水道・ガスが使えないこともある。
・栄養バランスも考慮！ 
　※炭水化物に偏りがちになる。
・ローリングストック方式の検討！

水や食料の備えをしていますか。水や食料の備えをしていますか。

ローリング
ストック

1

備える

3

買い足す

2

消費する

ローリングストック方式とは…

　従来からの「災害用の期限の長いも
のを買って、もしもの場合まで置いて
おく」という備蓄方法ではなく、普段
の生活で使う食料を、少し多めに買っ
ておき、 ストックされたもののうち古
いものから順に生活の中で消費し、そ
の消費した分を買い足すことで常に新
しいものが備蓄されていくという災害
用備蓄の考え方です。

⃝ お問い合わせ ⃝　上板町役場　産業課　  088－694－6806　上板町社会福祉協議会　  088－694－6155

フードドライブのお礼と報告

もったいないを
ありがとうに♥

　上板町では令和 3 年 9 月 6 日から10日にかけてフード
ドライブ活動を行いました。今回で 4 回目の活動になりま
すが、皆様から御協力をいただきました。心から厚くお礼
申し上げます。ありがとうございました。                         
　寄付をいただいた食品は「ＮＰＯ法人フードバンクとく
しま」を通して福祉施設に提供されます。
　今回の活動においては、住民の皆様や町内小中学校の
児童生徒、保護者、教職員の皆様が各ご家庭で余った食
品を持ち寄っていただき、「もったいない」の意識を高める
ことができました。
　上板町においては引き続き食品ロス 0 の削減に向けた
効果的な取り組みを行ってまいります。

町内各小学校、中学校の児童
生徒、保護者、教職員の皆様
にご支援をいただきました。

届けられた食品

社会福祉協議会がフードドラ
イブ窓口を開設しました。

フードドライブ専用のケース
がいっぱいになりました。
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合 併 処 理 浄 化 槽 へ の 転 換

合併処理浄化槽の普及促進に向け、支援を強化しています。

　単独処理浄化槽や汲取り槽は、トイレの排水対策として有効ですが、台所、浴室、洗面所等の排水を浄化すること
はできません。
　合併処理浄化槽は、下水道のような大規模生活排水処理施設と比べ、短期間で設置でき処理能力も有しているので、
河川や水路の水質保全をはじめ、快適な生活環境を実現するための有効手段です。
　町では、農業集落排水事業区域を除き、合併処理浄化槽への転換を推進しています。
　なお、浄化槽法の改正により、平成13年４月からは浄化槽設置の際には、原則合併処理浄化槽が義務づけられ、既
に設置されている単独処理浄化槽については、合併処理浄化槽への転換に努めることとなっています。

●合併処理浄化槽設置補助
人　槽 新設（補助限度額） 転換（補助限度額）
５人槽 １６９，０００円 ３３２，０００円
７人槽 ２０７，０００円 ４１４，０００円
10人槽 ２７６，０００円 ５４８，０００円

●撤去費補助
区　　分 補助限度額

単 独 槽 撤 去 ９０，０００円
汲 取 り 槽 撤 去 ９０，０００円

　町では、生活排水対策として、新たに合併処理浄化槽を設置した方（新設）、及び単独処理浄化槽や汲取り槽から
合併処理浄化槽へ切り替えられる方（転換）に対して、補助金を交付しています。
　なお、単独処理浄化槽及び汲取り槽を全撤去した場合、下記のとおり撤去費用についても補助を実施しています。
　本町の「汚水処理人口普及率」の向上を図るためにも、補助制度を活用し、合併処理浄化槽への転換を進めましょう。

合 併 処 理 浄 化 槽 設 置 補 助

◎受付期間：令和 3 年４月１日 ～ 令和 3 年11月30日
　なお、補助予定基数に達した場合は、受付期間の終了日前でも受付を締め切る場合があります。
　また、受付期間終了時に補助予定基数に達していない場合、工事完了予定日を考慮した上で受付する場合があ
ります。

 ⃝ お問い合わせ ⃝　　上板町役場　環境保全課　  ０８８－６９４－６８１３
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令 和 3 年 １０ 月 7 日      木  曜  日
時    間 場    所 時    間 場    所

9：15 ～   9：30 泉 谷 多 目 的 集 会 所 13：10 ～ 13：30 椎 本 多 目 的 集 会 所
9：40 ～ 10：00 松  島  神  社  前 13：40 ～ 14：00 馬   道   会   館

10：10 ～ 10：25 門  田  集  会  所 14：10 ～ 14：25 文 化 セ ン タ ー
10：35 ～ 10：55 鳥  屋  集  会  所 14：35 ～ 14：50 大 山 町 集 会 所
11：05 ～ 11：20 天 目 一 神 社 前 15：00 ～ 15：15 小 柿 ご み ス テ ー シ ョ ン 前
11：30 ～ 11：45 旧ＪＡ高志支所東部集荷場 15：25 ～ 15：50 上 板 町 役 場 駐 車 場

　飼い犬は法律により、生涯 1 回の登録と毎年 1 回の狂犬病予防注射を受け、つないで飼
うことが義務づけられています。
  本年度も 5 月に集合注射を実施しましたが、まだ注射を済ませてない犬は下記の日程表の
とおり実施しますので受けさせてください。
　また、新しく犬を飼い始めた方は、前もって登録していただき円滑に注射ができますようご協力ください。この日
程で都合の悪い方は、動物病院で受けてください。

　　　登録済犬  狂犬病予防注射 3,300 円　　　　　　　　　計 3,300 円
　　　新規登録  登録 3,000 円 ・ 狂犬病予防注射 3,300 円　計 6,300 円
　※ 昨年度より注射料金が 3,300 円 に変更となっております。
   ※ 当日は、新型コロナウイルス感染拡大防止に、ご協力をお願いします。
● 登録は、獣医師会に加入の動物病院でもできます。
● 登録犬が死亡したときは、必ず役場環境保全課まで死亡届を提出してください。
● 町内での住所・飼い主の変更又は町外からの転入のあった場合は役場環境保全課まで、
    他市町村へ転出された場合には新たな所在地の役場等へ、変更届を出してください。
○ 当日は、担当獣医師の指示に従い、注射を受けてください。 　○ 時間・場所を確認の上、犬をお連れください。
○ トラブルの原因になりますので、首輪が抜けないようにしっかりとしめてください。

⃝ お問い合わせ ⃝　　野犬・放し飼い等の苦情のお問い合わせは下記のとおりです。
　　　　　　　　　　　（神山町阿野字長谷333  徳島県動物愛護管理センター）　  ０８８－６３６－６１２２

狂犬病予防注射の実施について（お知らせ）

生ごみ処理容器等でごみの減量化に取り組みませんか
家庭用生ごみ処理容器等の
購入に補助金制度を設けております。

補助金希望の方は事前に環境保全課へお問い合わせください。

（補助金額）　生ごみ処理容器　（例：コンポスト・EM 菌等使用容器）
　　　　　　購入価格の２分の１以内の額で、3,000円を限度。
　　　　　　電気式生ごみ処理機　（例：乾燥式・バイオ式）
　　　　　　購入価格の２分の１以内の額で、25,000円を限度。

お電話一本で予約受付致します。

⃝ 手続き方法など詳しくは ⃝　　上板町役場　環境保全課　  ０８８－６９４－６８１３　

生ごみを堆肥にするんじゃ。

たくさんの応募待っておるぞ。
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対 象
（1）町内に住民登録を有する方。
（2）上板町内で飼育されている犬及び猫。
（3）犬については登録と令和 3 年度において狂犬病予防接種を受けていること。
（4）町税等の滞納がない方（世帯）。

助 成 額
（1）1 頭につき 5,000 円（助成予定頭数44頭）
（2）助成金額は予算の範囲内とし、1 世帯につき，当該年度は 2 頭まで。
（3）応募者多数の場合は，抽選となる場合があります。

申 込 方 法 往復はがきに 1 枚に 1 頭記入のうえ、公益社団法人徳島県獣医師会へお申し込みください。
[ 申込先 ]　〒 770-8007　徳島市新浜本町二丁目 3 番 6 号　( 公社 ) 徳島県獣医師会

記 載 事 項
（1）飼い主の住所、氏名、電話番号、犬・猫の別、名前、年齢、性別、毛色。
（2）犬の場合は、犬の登録鑑札番号、及び狂犬病予防注射済票番号。
（3）返信用はがきの宛名欄にも、申し込み者の住所、氏名、郵便番号を記入してください。

申 込 期 間 令和 3 年10月 1 日から令和 3 年10月31日まで（必着）

手 術 実 施 期 間 令和 3 年11月15日から令和 4 年 1 月20日まで

助 成 方 法

（1） 認定書（返信はがき）を受け取った方は、事前に指定動物病院へお問い合わせのうえ、上
記期間に手術を受けてください。

（2）費用の支払いは手術手数料から 5,000 円を差し引いた金額をお支払いください。　　
※ 上記の手術期間を過ぎた場合、この事業による手術は受けられなくなりますので、ご注意く

ださい。
※手術手数料は動物病院により異なります。

注 意 事 項
（1）手術を受けられるときは、認定書（返信はがき）と印鑑を持参してください。
※また、獣医師が犬や猫の健康上、不適当と判断した場合は、手術を実施しない場合があります。

（2） 認定書を受け取り後、手術を受けることができなくなった場合は、環境保全課まで至急ご
連絡ください。

　あなたの大切なペットに、子犬や子猫が生ま
れても、育てる自信がないときは、避妊・去勢
手術を受けさせましょう。犬や猫は、生まれて
1 年もたたないうちに子どもを産むようにな
り、1 回の出産で 3 ～ 5 頭の子犬や子猫が生
まれます。 望まない繁殖を防ぎ、不幸な犬や
猫を増やさないために、避妊・去勢手術を受け
ることをおすすめします。応募要領

記入例

徳
島
市
新
浜
本
町
二
丁
目
３
番
６
号

徳
島
県
獣
医
師
会 

行

（公社）
往信

7 7 0 0 0 78

表
面

申
込
者
の住　

所

氏　

名

返信

郵便はがき裏
面 避妊・去勢手術助成申込書

犬・猫の別
名前
年齢
性別
毛色

（犬の場合）
犬の登録番号
　徳島県　第　　　　号または
　徳島県○○市町村　第　　　　号

狂犬病予防注射票番号
　令和○年度　第　　　　号

申込者　　住所
　　　　　氏名（フリガナ）
　　　　　電話番号

徳
島
市
新
浜
本
町
二
丁
目
３
番
６
号

徳
島
県
獣
医
師
会 

行

（公社）
往信

7 7 0 0 0 78

表
面

申
込
者
の住　

所

氏　

名

返信

郵便はがき裏
面 避妊・去勢手術助成申込書

犬・猫の別
名前
年齢
性別
毛色

（犬の場合）
犬の登録番号
　徳島県　第　　　　号または
　徳島県○○市町村　第　　　　号

狂犬病予防注射票番号
　令和○年度　第　　　　号

申込者　　住所
　　　　　氏名（フリガナ）
　　　　　電話番号

犬及び猫の
避妊・去勢手術に

助成をします

申込期間は令和 3 年10月 1 日（金）からです。

⃝ お問い合わせ ⃝　　（公社）徳島県獣医師会　  ０８８－６６３－６６０７
　　　　　　　　　　　　　　　　　上板町役場　環境保全課　  ０８８－６９４－６８１３
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地域おこし協力隊活動報告地域おこし協力隊活動報告
　3 月中旬に藍の種まきを始め、6 月下旬から 9 月初旬にかけて葉の刈り取りや藍こなし（葉・茎の選
別や葉の乾燥）を行いました。今年の葉の刈り取りや藍こなしは、例年よりも梅雨が長く、思い通りに
作業のできない日々が続きました。
　10月初めから、寝床と言われる作業場に、藍こなしを終えた葉を敷きつめ発酵させる「寝せこみ」に
かかる予定です。順調よくいけば、来年 1 月末には藍染料のもととなる「蒅（すくも）」が、できあがり
そうです。

葉の刈り取り 藍こなし

⃝ お問い合わせ ⃝　　上板町役場　産業課　  ０８８－６９４－６８０６

⃝ お問い合わせ ⃝　　国土交通省　徳島河川国道事務所　吉野川上板出張所
 ０８８－６９４－２５３１　FAX ０８８－６９４－２５４４

刈草を提供します刈草を提供します（無料）（無料）
吉野川の堤防で発生した刈草を堤防付近や集積場所に置いています。吉野川の堤防で発生した刈草を堤防付近や集積場所に置いています。
提供条件や設置時期など詳細はお問い合わせください。提供条件や設置時期など詳細はお問い合わせください。

⃝ お問い合わせ ⃝　徳島労働局労働基準部賃金室　  ０８８－６５２－９１６５　又は最寄りの労働基準監督署まで

最低賃金改正のお知らせ最低賃金改正のお知らせ
令和3年10月1日から
徳島県最低賃金は、 時間額 824円です。
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⃝ お問い合わせ ⃝　　上板町役場　建設課　  ０８８－６９４－６８１２

街路灯の清掃点検ボランティア
　8 月28日、上板町、吉野川市・阿波市及び石井町の電気工事業者（74店）が加盟する「鴨島電気工事協同
組合」が、学生や地域住民の防犯に役立てればと、神宅小学校を含む 7 校周辺の通学路に設置されている街路
灯の清掃点検ボランティアを行いました。
　組合員32名が177基の街路灯を清掃、
点検した結果、12か所の不良箇所があり、
役場の担当課へ改修を依頼しました。
　この活動は、8 月の「電気使用安全月間」
行事の一環として2007年から継続して行
われています。

サマーフェスティバルサマーフェスティバル（さくら保育所）（さくら保育所）
　8 月20日（金）、さくら保育所でサマーフェスティバルが
開催されました。
　子どもたちは、保育士の先生たちの
演奏に合わせてお歌を歌ったり、影絵
を観たり、一緒に踊ったりしました。
　最後は、サプライズゲストとしてア
ンパンマンやドキンちゃん、しまじろ
うが登場して、子どもたちは歓喜に沸
きました。

 ⃝ お問い合わせ ⃝　　さくら保育所　  ０８８－６９４－８１８０

　秋の草花の香りを楽しみながら、寄せ植えをしてみ
ませんか？
　すてきな昼下がり、自分だけのオリジナルを作りま
しょう。 
日　　時　10月27日　水曜日　午後 1 時30分～
申し込み締め切り
　10 月22日（金）　午後 5 時まで
材 料 代　2,000 円
場　　所　馬道会館
　　　　　上板町西分字原渕18番地 2
　　　　　 088 － 694 － 4868

寄せ植え教室の参加者募集寄せ植え教室の参加者募集 いもほり交流会いもほり交流会
松茂町の畑で、家族で特産のサツマイモを掘って
みませんか？
子育て中のファミリー対象です。
日　　時　10月23日(土)　午前10時集合
募集人数　先着70組
集合場所　 月見ヶ丘海浜公園駐車場　自動販売機の側で受付
参 加 費　 一組300円（さつまいもを2株持ち帰れます）
持 ち 物　 軍手、タオル、長くつ、水筒、持ち帰り用の袋
受　　付　 10月11日（月）予約スタート。定員になり次第終了。
⃝お問い合わせ⃝
板野東部ファミリー・サポート・センター

 088-693-3033
9時～17時（留守電での申し込みは不可）
小雨決行　要申し込み
延期の場合は、8時に決定し、
HPにてお知らせいたします。
http://fami-sapo.jp
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上板ふれあいクラブ上板ふれあいクラブ
みんな楽しく、いい汗かいて　健康な体づくり

令和 3 年度　 会 員 募 集 中！ 日曜・祝日休み
教　室　名 開設日時 会　　場 指導者等 備　考

①キッズサッカー 第２・４月曜日
19：00～20：00 東光小学校体育館 多富義和

町スポーツ推進委員
4 歳～

小学 3 年

②からだスッキリエアロ 毎週火曜日
13：30～14：30

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内）

矢野真弓
トクシマフィットネスラボ 有料

③太極拳 毎週水曜日
13：30～15：30

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内）

上板ふれあいクラブ
太極拳愛好会

④エンジョイエアロ 毎週木曜日
19：30～20：30

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内）

矢野真弓
トクシマフィットネスラボ 有料

⑤健康吹き矢 第２・４木曜日
13：30～14：30

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内） 井坂道子・岡本佐和子

⑥健康ストレッチ 第２・４木曜日
15：00～15：30

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内）

板東宏一
ばんどう接骨院院長

⑦キッズスポーツ教室 第２・４土曜日
14：00～15：00

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内）

八尾景子
子ども身体運動発達指導士

幼稚園～
小学 2 年

⑧ニュースポーツ
　（カローリング）

第１・３土曜日
13：00～14：30

農村環境改善センター
多目的ホール

上板町　　　　　　
スポーツ推進委員

⑨バウンドテニス　　　　 第１・３土曜日
15：00～17：00

農村環境改善センター
多目的ホール

西條勝行　
県バウンドテニス協会

⑩ダンススポーツ 毎週土曜日
15：00～17：00

中央公民館大会議室
（役場２F）

濱　清枝
徳島県ダンススポーツ連盟公認指導員

卓球を楽しもう
筋力トレーニング

月～金13：00～20：00
土　　13：00～18：00

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内）

お友達や家族で卓球を楽しみませ
んか ( 貸ラケット有 )

筋トレ
高校生以上使用可

【会費・スポーツ安全保険料】※会費とスポーツ安全保険料を支払えば、教室に参加できます。（年会費半額）

区　分 年会費 家族２人目から 団体（10人以上） 団体（20人以上） スポーツ安全保険

大人（高校生以上） 3,000円 2,500円 2,500円 2,000円 1,850円

高齢者（65歳以上）        2,500円 2,000円 2,000円 1,500円 1,200円

中学生以下 2,000円 1,500円 1,500円 1,000円 800円

ファミリー 8,000円 同一世帯で人数制限なし（要：保険加入）

フリーパス 20,000円 スポーツ安全保険料・すべての教室参加料込

【お申し込み・お問い合わせ】
上板ふれあいクラブ事務局　  088－679－7788
開設時間　月～金13：00～20：00　土13：00～18：00

※ 会費・スポーツ安全保険は令和４年３月31日まで有効
※ 筋トレ・卓球　使用料
　（会員 1 か月500円、会員外 1 回町内300円、町外500円）
※ 上板町外の方は、年会費＋500円
※ ⑤、⑧、⑨の教室は維持費として（年間500円） ●入会申込書は、上板町ふれあいセンターにあります。

後期半額キャンペーン後期半額キャンペーン1010月～月～
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 お問い合わせ 　一般社団法人ジャパンブルー上板
〒 771-1310　徳島県板野郡上板町泉谷字原東32番地４

 088－637－6555　FAX 088－637－6554　Mail:ai@wazanoyakata.com

技の館体験講座のお知らせ（申込受付は、開催日 1 週間前締切り）

　いずれも定員になり次第、終了となります。
（先着順）全ての体験講座は、コロナウイルス
感染症の状況により中止となる可能性がござい
ます。講座の詳細については、ホームページで
ご確認ください。
https://wazanoyakata.com

　色々な人と出会い、刺激を受けながら
学べる場を提供する “ 大人の社会塾 ” を

「上板町技の館」で実施しています。10
月16日から第10期がスタートします。
10期も著名な講師陣が勢ぞろい !!（詳しい授業スケジュールは、HP をご覧ください）
　さぁ、もう一度 7 歳の目で、新しい自分に出会いませんか？
期　　間　 2021年10月16日～ 2022年 3 月26日 毎月、土曜日または日曜日　13時～16時（予定）
場　　所　上板町技の館　２階（上板町泉谷字原東 32-4）
授 業 料　1 万円（材料費別、授業回数約10日開講 /約15コマ）
申込方法　TEL：088-694-7766 /FAX：088-694-7767
　　　　　Mail:ai@wazanoyakata.com
ホームページから入学申込可能です。詳しくは「とくしま上板熱中小学校」で検索！
※電話や FAX、メールでも受付しています。ご不明点あれば、いつでもご連絡ください。

　技の館でレストランをOPEN
しました。
・ 焼きたてパンと手作りジャム

が美味しいモーニングプレー
ト（ドリンク付き500円）

・ お出汁の美味しいおうどん（かけうどん400円、かき揚げうどん660円など）
・デザート（スイートポテトまたはパウンドケーキが300円）
・ 淹れたてサイフォンコーヒー（380円）、メロンクリームソー

ダ（420円）など、飲み物がたくさん！
モーニング　8:00 ～ 11:00、ランチ　11:00 ～ 14：30
毎週土日営業
コーヒーは、マスターこだわりのサイフォンコーヒーを淹れてお待
ちしています。技の館でゆっくりコーヒーを楽しんでください♪

とくしま上板熱中小学校とくしま上板熱中小学校
第10期申込受付開始します!!第10期申込受付開始します!!

技の館でレストラン技の館でレストラン
OPENしました!!OPENしました!!

石鹸作りワークショップ
　手洗いが大事な今こそ、オリジ
ナルの石鹸を作ってみませんか？
10月24日（日）13時～15時
定　員：15名（先着順）
参加費：3,500円（材料費込み）
講　師：住友桂子
持ち物：汚れてもいいフェイスタオル
※ちょっぴり上級者向けの講座の為、お子さまの参加は出来ません。

水彩画ワークショップ
　エコバックやポーチに絵
を描いて、自分だけの商品
を作りましょう。
10月30日（土）
13時30分～15時30分
定　員：10名（先着順）
参加費：3,000円（材料費込み）
講　師：田村美奈子

もち麦うどん作り体験
　もち麦うどん作りと今回
は特別に秘伝の出汁の作り
方も教えてくれます。
10月23日（土）
10時～12時（終了後、試食）
定　員：15名（先着順）
参加費：2,000円（材料費込み）
講　師：亀井製麺所
※お子様は小学生以上が対象です。保護者の方同伴。

◆藍染×ハロウィン　写真撮影会　　
日　　時　10月26日（火）11：00 ～
参 加 費　500 円　※12組限定（先着順となります）
　ハロウィン小物が藍染になって登場！藍染ハロウィンの
写真をプロのカメラマンに撮ってもらいませんか？今回は、
阿波市のフォトスタジオ「おおきくなぁれ」さんが出張で
来てくれます！写真は、データにしてお渡しします。
　他では撮れない、藍染ハロウィンを体験してみませんか？
お子様の年齢は、何歳でも大丈夫です。（寝相アートも可能
なので、0 歳児の赤ちゃんも大歓迎！）
　1 組20分前後を予定しています。完全予約制です。お問
合せ先へお申込みください。

◆藍染×ハロウィン　写真投稿で、お菓子をもらおう !!
日　　時　10月19日～10月31日
参 加 費　無料
　期間中、技の館に設置された「ハロウィン写真スポッ
ト」で写真を撮って、インスタに写真投稿していただく
と、景品をプレゼントします！
※ 投稿の際には、＃技の館のタグ付けをお願いします。

投稿をスタッフに提示していただくと、景品をプレゼ
ントします。景品は、お菓子つかみ取りまたは、ハロ
ウィン藍染小物（コースター、バンダナのどちらか）
です。藍染小物は、数に限りがありますので、無くな
り次第終了となります。

技の館ハロウィンイベント開催します!!技の館ハロウィンイベント開催します!!
　トリックオアトリート！といえば、ハロウィン♪技の館では、この時期でしか体験出来ない
藍染×ハロウィンイベントを開催します。
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　行政書士が、①官公庁に提出する書類、②権利
義務に関する書類、③事実証明に関する書類の作
成について無料で相談に応じます。
■日　時
　令和 3 年10月26日（火）
　午後 1 時～午後 3 時まで

■場　所
　上板町中央公民館　第 1 会議室
■主　催
　徳島県行政書士会徳島北部支部
　担当・友兼　仁
　（  088-692-0471）

行政書士による無料相談会のお知らせ行政書士による無料相談会のお知らせ

受付後、当会所属の弁護士
から、お電話をいたします。

コロナウイルスに関する相談については当会 HP (https://tokuben.or.jp/）をご参照ください。

徳島弁護士会　新型コロナウイルス何でも無料電話相談

お金の
こと

生活の
こと

仕事の
こと

事業の
こと

その他
色々

支援制度
のこと

　徳島弁護士会では、新型コロナウイルス何でも無料電話相談を実施しています。徳島にお住まいの方を対象に、弁護士会に
おいて受付をし、改めて、 当会所属の弁護士から折り返しお電話をいたします。
　相談時間は、相談内容にもよりますが、最大で30分程度です。
　電話相談の相談料は無料ですが、電話代をご負担いただくことがあります。
　お電話がつながりにくいことや、折り返しまでに相当程度のお時間をいただく可能性があります。あらかじめご了承ください。

弁護士による

電話受付

徳島弁護士会
　 088-652-5768

受付時間
平日  9:00-12:00
      13:00-17:00 

2020年7月27日（月） ～ 2022年3月31日（木）予定

徳島弁護士会 検索

　　　　　　　　 　　   人 権 相 談    人 権 相 談  　　　　　　　　 　　 
　上板町では法務大臣より委嘱をうけた人権擁護委
員が、特設相談所を設け、皆様の人権についての相
談を受けたり、法務局と連携しながら人権を守る活
動を行っています。
　令和 3年10月は次のとおり予定しています。

開催場所　上板町中央公民館（役場２階）　第１会議室
開催日時　令和３年10月21日（木）
　　　　　午後１時30分～午後４時00分

　また、徳島県立人権教育啓発推進センター及び徳
島地方法務局常設相談所で、インターネットでの書
き込みや新型コロナウイルス感染症に関する事など、
様々な相談を受け付けております。

〇人権教育啓発推進センター
　徳島県男女参画・人権課分室　  088－664－3701
　�徳島市東沖洲 2－14 沖洲マリンターミナルビル内　
あいぽーと徳島

〇徳島地方法務局常設相談所
　徳島地方法務局人権擁護課
　徳島市徳島町城内６番地６　徳島合同庁舎６階
　相談時間　平日　午前８時30分～午後５時15分

　電話による相談
　●みんなの人権110番
　　全国共通ダイヤル　  0570－003－110
　　※�発信地域に応じて、最寄りの相談所につながります。

　●子どもの人権110番
　　全国共通フリーダイヤル　  0120－007－110

　●女性の人権ホットライン
　　全国共通ダイヤル　  0570－070－810
　　※発信地域に応じて、最寄りの相談所につながります。
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上板町消費生活相談窓口 からのお知らせ
　令和 2 年度に上板町消費生活相談窓口に寄せられ
た新規相談件数は155件（前年度より30件増）、継
続相談件数としては 254 件ありました。
　年代別では、70歳以上の方の相談が最も多く、続
いて40歳代、60歳代の順となっています。
　スマートフォンやインターネットに関するトラブ
ル、不審な電話、家屋の修繕の勧誘に関する相談が
多く寄せられました。主な相談事例を紹介します。
● 不審な電話や使途不明の未納料金に関する SNS の

相談 　
【事例 1】 携帯電話に「利用料金の確認が取れていな

い、連絡がなければ追加費用がかかる」な
どと詳細不明で心当たりのないメッセージ
が届いた。

【事例 2】 宅配便業者からスマホに「荷物を届けに来
たが不在のため確認するように」とメッ
セージが届き、URL をタップしたところ
ID やパスワードを入力する画面が表示さ
れた。

【事例 3】 固定電話に頻繁に電話勧誘があり煩わしい。
ひとり暮らしなのでトラブルに遭わないか
不安だ。

●訪問販売や電話勧誘による工事・建築に関する相談　
【事例 1】  「火災保険で屋根の修理ができる」と母の

自宅に強引な勧誘があり契約してしまった
ようだが、解約したい。

【事例 2】  塗装業者に「雨漏りする恐れがあるので、
屋根を塗装した方がよい」と強く勧められ
契約したが解約したい。

● インターネットを通じて得られる情報サービスに
関する相談　

【事例 1】 インターネットを検索中、突然ウイルス感
染したと警告画面が表示され、サポートセ
ンターに問い合わせるとウイルス対策ソフ
トの料金を請求された。

【事例 2】 インターネットを検索中、広告画面のアダ
ルトサイトをタップしたところ、高額な会
員請求をされた。

　今回紹介した案件はあくまで一部です。
　消費生活に関するご相談は、下記相談窓口までお
気軽にご相談ください。
※ 対応中の場合もありますので、

来庁前にお電話にてご連絡くだ
さい。

上板町消費生活相談窓口　 088-694-6816
秘密厳守・相談無料 　受付　平日9：00～12：00　13：00～16：30（土･日･祝･年末年始を除く）

『あい』のご利用案内
☆場　　所　上板町ふれあいセンター 2 階
　　　　　　上板町役場より西へ300メートル
　　　　　　上板町商工会西隣　
☆受付時間　月曜日～金曜日
　　　　　　午前 9 時00分～午後 5 時00分（土・日・祝日は休み）
☆相談は、電話相談と来所（面接）相談があります。
・これまでの経緯や現状についてお聴きし、今後のことを一

緒に考えます。
・定期的に来ていただいて継続してご相談をお受けします。
・相談者に適した相談窓口や、利用できるサービスの情報を

ご紹介し、おつなぎします。
・必要に応じて訪問支援もおこないます。
☆相談は無料です。秘密は厳守します。
　匿名でも大丈夫ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

電　話　相　談
《受付時間》
月曜日　～　金曜日
午前 9 時00分～午前12時00分まで
午後 1 時00分～午後 5 時00分まで
　　088－637－6006

来所（面接）相談
《予約方法》　（事前予約）
　まずは電話で相談し、来所（面接）相談の予約を
してからお越しください。

《場  所》
ふれあいセンター 2 階　『あい』相談室

上板町子ども・若者相談支援センター『あい』 は、
さまざまな悩みをお持ちの子ども・若者（概ね39歳まで）とその保護者の方などがご相談いただける場所です。

どんな悩みもじっくりお聞きし、一緒に解決方法を探します。ひとりで（家庭内で）抱え込まずに、まずはご相談ください。

ひとり悩まず『あい』に相談してみませんか

平日の利用が難しい方には、毎月　第 4 土曜日の　午後 7 時00分～　午後 9 時00分まで
『あい』で　電話相談 及び 来所（面接）相談を受け付けています。
※電話相談・来所（面接）相談ともに、10月22日（金）の午後 5 時までに
　事前に電話予約をお願いします
10月の相談日は、10月23日（土）です。お気軽にお電話、来所ください。

相談したいけど、
平日は時間がとれない…
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新年あいさつ    2
各種表彰     3
聖火リレートーチが上板町にやってきます！  4

令和3年　大山観音初会式・大山さんの力餅に関してのお知らせ 5
新型コロナウイルス感染症に係る令和3年度固定資産税の軽減措置 8

〈上板町の人口〉住民基本台帳登録人口　令和3年8月末現在　○世帯数／4,929世帯　○人口／男5,603人／女6,066人／計11,669人

マイナンバーカード申請用の顔写真無料撮影と申請書作成サポート 　15
｢上板町敬老祝金支給事業｣について  20

高齢者外出支援バス・タクシー料金助成事業について  20

上板町保健相談センター開所　2-3
機構改革のお知らせ　　4

令和3年度当初予算の概要　　5
東京2020オリンピック聖火リレー　交通規制　　7

令和 2 年度　わが町の家計簿　2-5
上板町指定地域密着型サービス事業者募集について 　 9

水道メーターの取替工事について 　10
歩け歩け大会の中止について 　11

新型コロナウイルスワクチン予防接種について　 15

とくしま上板熱中小学校　
　　　　　　　　（折り鶴）
とくしま上板熱中小学校　
　　　　　　　　（折り鶴）
　9 月11日（土）、技の館にて、とくしま上板熱中小学校（折
り鶴）の授業が行われました。
　上板町内で教室もされている吉田先生を講師にお迎えし、
2 種の折り鶴を受講生で教え合いながら童心に返って楽しみ
ました。

旭日単光章受章　　2
上板町交通安全対策協議会表彰　　2

パラリンピック採火式　　3
災害協定締結　　3

上板町長選挙のお知らせ　　4
上板町敬老会中止　　5

ダイヤモンド婚お祝いのお申し込みについて　　5
戦没者追悼式　　5

上板町定住促進「住宅取得応援助成金」制度拡充　　8
新型コロナウイルスワクチン予防接種について　12

作品　『鶴の盆栽』　　吉田　弘（上板町）

自衛官等採用案内
募集種目 資　格 受付期間 試験日 その他

自衛官候補生

18～33歳未満の者
（高校卒業見込を含む）
（32歳の者は、採用予定
月の 1 日から起算して 3
月に達する日の翌月の末
日現在、33歳に達してな
い者）

年間を通じて行っていま
す。

詳細については、下記の
お問い合わせ先までご連
絡ください。

年間を通じて行っていま
す。

（次回は 11 月上旬）
を予定しております
詳細については、下記の
お問い合わせ先までご連
絡ください。

試験会場
海上自衛隊　徳島教育航
空群基地内（松茂町）

詳細については、下記の
お問い合わせ先までご連
絡ください。
※ 新型コロナウイルスの

影響により試験日を変
更する場合があります。

●お問い合わせ●　自衛隊鳴門地域事務所
 088－685－5306　住所：鳴門市撫養町立岩字七枚 57

※鳴門地域事務所では随時説明会を実施していますのでご予約戴ければ 24 時間対応いたします。

学校給食センター

H A P P Y B I R T H D A Y

　実りの秋、食欲の秋。
　新米の季節を迎えました。10月から、上板町の学校
給食でも新米に変わります。100％町内産の「あきさ
かり」を使っています。
　あきさかりは、現在、徳島県の奨励品種として栽培
面積を拡大させているところで、主な栽培地は徳島市、
名西郡、板野郡です。
　モチモチとした粘りがあり、かむほどに甘みとうま
味が広がり、クセのない味が特徴です。
自然の恵みに感謝していただきましょう。

実りの秋！ホカホカごはん

公益財団法人徳島県市町村振興協会

小学校中学年なら約80人
分を一釜で炊くことがで
きます。

⃝山　下　友　啓　恵美子　加
か

奈
な

子
こ

　　 女の子（神宅）

⃝水　貝　　　淳　亜季子　凪
なぎ

沙
さ

　　　 女の子（西分）

⃝吉　成　亮　太　七　保　昴
すばる

　　　　 男の子（瀬部）

⃝四　宮　裕　平　真　紀　夢
の

彩
あ

　　　 女の子（椎本）

⃝切　原　将　希　明日香　凛
りん

香
か

　　　 女の子（佐藤塚）

お誕生おめでとう
（令和3年 8月）
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